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ま え カミ き

この結果報告書は，昭和35年7月1日現在で行なわれた身体障害者実態調査をまとめたものであ 

る〇

身体障害者の実態については,昭和26年末に全国調査を実強し，また昭和30年10月には年令18才 

以上の身体障害者について片200の抽出率による調査を実施したのであるが,その後の社会状勢の 

推移と臾生援護の徹底により,その実態についてもかなりの変動が予想されたので，今後における 

援護施策の一層の強化進展を図るため,この調査を実施した次第である。

今回の調査は,昭和35年度厚生行政基礎調査に附帯して,厚生行政基礎調査調査員が身体の不自 

由な者に面接のうえ,身体障害者実態調査基本票を作成し,この基本票に基いて本調査を行なった 

ものである。幸い関係者各位のこの調查に対する深い理解と,積極的な協力によって,その目的を 

建成することが出来たことは,誠に感謝に堪えないところである。

おわりに,この調査の実施に当たって非常な御努力を煩わした都道府県,市及び町村の関係者各 

位並びにこの調査の技術的指導,集計及び製表について御協力を喝った厚生省大臣官房統計調査部 

の関係者各位にこの機会に棵甚の謝意を表する次第である”

昭和36年12月

厚生省社会局長

大 山 正
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第I編

調査の概耍



1 調査の目的および調査の事項

身体障害者の福祉に必宴な基本的事項を調査し,これを適確に把握することにより,身体障害者福祉 

法の円滑適正な運営に資する目的をもって次の事項を調査したものである。

（1）身体障害者の数

⑵身体障害者世甫の状況

⑻ 身体障害者の就業の状況・酣偶の状况•学歴•障害福祉年金等の状況・所得税納村の状況

⑷ 身体障害者の障害の状況•障害の原因・障害の時期

⑸ 身体障害者の更生医療の要否・補装具の要否・施設入所の姜否

2 調査の対象および客体

この調査は，全国の身体障害者福扯法別址融直起輕障霍套憨る逐C.以下「刖表該当者」と 

いう。）を調査の対象とし,調査の客体は,昭和35年度厚生行贩基礎諏査の調査地区内の別表該当者を 

諏査の客体とした。

3 調査の時期

⑴ この調査の基本的調査は,次に示す身体障害者実態調査基本票（以下「基本票」という。）によ 

り,0E和35年度厚生行政基礎調査（以下「厚生調査」という。）に付帯して,昭和35年4月15日現 

在により行なった。

⑵ この調査の本調査は，次に示す身体障害者実漲調査票（以下「本調査票」という。）により,© 

和35年7月1日現在により行なった。
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身体障害者実態調査.基本票

(昭和35年4月15日現在調査)

厚生省

保健所名 調査員氏名

地区番号 卅拈护县 身体障害者の
世帯番号I 磁諮扁号

⑴住 所 郡 区町
市 区村 番地

⑵世带主 
ロの氏名

S
 障

氏 
体
の 

身
者 

幻

⑷
世带主との 
統 柄

(5)

性

⑹ 

出生年月日

⑺ 
身体障害の部イよ

⑻

摘 要

¢2) 男a ノ

女

明大昭⑷ 

年 月 日

1眼の不自由 CO
2耳・言葉の不自由
3手足体の不自由

世帯
(9) 

種

I
!庚療扶助のみを受けている世帯 )

2医療扶助とその他の扶助とをあわせ受けている世带
3医療抉助以咎の扶助のみを受けている世带
4生活保護を吏けていない世帯

n
1国民健康保険のみに加入している世帯 045

2国民健康保険とその他のEW険とにあわせ加入している世帯
3国民健康保険以外の医療保険のみに加入している世带
4医療悚険に加入していない世帯

(1©世帯員数
(12)
醺蠶騒裳詳した" 闊

⑫備 考

上質紙55kg B列6号

記入上の注意 、

1 保健所名は,保健所において記入すること。

2 「⑴住所」は,番地まで正確に記入すること。

3⑵は，披調査世带名簿により,欄外および⑷〜⑺，⑼〜3欄は,厚生行政基礎調査粟の該当欄から転・ 

記すること。なお,転記の便宜のため,厚生行政基礎調査票の該当番号をこの調査票の欄内に小文宇で 

印刷しておいたからこれにより正しく耘記すること。

4 「(8)播要」欄には,面按の際えられた身体障害に関する状況,たとえぱ障害の程度•身体障害者手帳

の有無,その他の參考事項を記入すること〇
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行政管理庁承認N 0.2711 
昭和35年7月31日迄
厚 2—7—13—1
昭和35年4月8日登録

身体障害者実態調査票 厚生省

（昭和35年7月］日現在談査）

蠶 鶴 福祉事務所名帶

出生年 月 日

地区番号 世帯番号 ri 医紳
氏名

転記欄i
I世带主との統柄］性

i男女抹
昭

年

聲 !未婚2有配偶3死別4 ^IJ

1小学校在学甲2小学校卒3丰学（旧高小） 
⑵最終学歴卒4高校（曙旱校）卒5短人（旧高専）卒

I 6大学呈7特殊学校（学級）卒8不就学
（3）就業状況1就業している蠟業していない

⑷戦業I

① 

の 

み 

紀 

入

糜豔腸遵T 3常雇4日雇

Oi
(8)15?
法

册障鑒部

0^1

两障害の原因

主なるもの 
一つを趾入

似）障害の時期

疇体障蹩

噫医餾
必要とする 

勧更生医療の
種 類

柯介喪が翹

1受傷前より現職に従事
ド更生援護施設3公共職業訓 

受傷後現く練所4特殊学校引固人授職 
職に従事〔6その他

業不能4就業の必要がない5その他

1手帳あり2手帳なし

1視覚2聴覚3平術機能4音声言語

7下肢切断8下肢機能障窖9体幹
1読み書きともできる2読めるが書け 
ない3書けるが読めない

4読み書きともてきなレ____________

1先天的障害
（2旧軍人,审屈で公務上の災害 

後天的3負務上の災害4結核5結核以 
障雪外の疾病6交通事故7戦災

（8その他

明大昭 年 月頃

1級2級3級4級5級
6B 7不明

1T 2必要3不要

1開眼および視力增強手術2聴力増強 
手術

3断端部手術4固定回転等手術
5その他（： ）

ヽ介護者ありa家族2その他） 
、介護者なし傩I铤;:ない

，'施設 

杪黒委的

・肢体不自由者更生施挖
,2失明者更生施設 
必要｛3ろうあ者臾生施設

4身体障害者収容授産施設 
ゝ5そのイ也（
些ん不

月 日

世幸辛®

I n
12 3 4 1 2 3 4.

世带惑 家訐丄の現金支出
:［示:［!円

；,：0;〇!〇

所有してい 
る力fとり力、 
えの必要あ 
り

所有してい 
てとりかえ 
の必要がな 
い

(9) 0¢

⑴ 
身

障

法

(2)
児
童
福
祉
法

⑻：⑷ 
援］そ 

磁の 

法］他

（6） 
身

陣

法

⑺

援
護
・
法

⑹

児
・
ffi:
福
祉
法

⑻ 
そ

の

他

し て
い
な
い
が

りて
い
な
い
が

補
装
具
所
有
お
よ
び
要
否
等
の
状
況

盗 1 2 3 4 5 6 7 8 8 〇

⑷補瞬 1 2 乳4 5
6|7

8 9 〇

遽! 1 2 3 4 5 6 ! 7 8 9 〇

的装具 1 2 3 4 5
J

6 7 8 9 〇

站車萨 1 2
1

3 4 5 中 8 9 〇

匈その他 1 2 3] 4 5 6: 7 8 9 〇

加入してい
㈱る社会保陽 
の種類

ISI SS 1SSI 

7未加入
㈱年金受給も1有 2無

虑程®驚芻他噪蠶てレ、なレ、

•類

如需る本人の|1家計の中,卜者2家計補助者3被扶養者 

地 的  

所得税 本 人 世帯合計額
S納税額 i i千i i 1円 も 円

尋 級
1視覚障害 1 213 4 \ 不
2聽覚障害\ 2 3 4 ヽ6 \不

複 合

障 害

3平術機能障害 \ \ 3ヽ \
4音声,言語障害
5肢体不臼由（上肢） i
6肢体不自由（下肢） 

自歸两） T Tl\
yk

鋼備 考
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4 調査/方法

⑴ この調査は厚生省が都道府県および地方自治法第252条の19第1項の指定都市に委託して行なっ 

た。

⑵ 基本粟の作成は,厚生行政基礎調査調査貝が全世帯を訪問して,面接のうえ行なった。

(3)本調査票の作成は,基本票の作成された者について,調査員および専門科の医師が訪問して,面 

接のうえ行なった。

5用語の解説

⑴世帯とは

ィ 調査日現在，事実上の住居をともにし,カゝつ事実上の家計を一つにしている者の集り。

口 調査日現在,一人で独立の家計を維持する者。ここでいう家計とは，日常生活を営むための収 

支をいう〇

ただし,世帯主が外国人である世帯や，生活保護法にいう宿所提供施設以外の保護施設,児童 

福祉法にいう児童福祉施設および身体障害者福祉法にいう身体障害者更生援護施設に収容されて 

いる世帯は,調査の対象としない。

⑵ 世帯員とは,調査日現在，この世帯に在住している者と本来この世帯で生活すべきもので医療施 

設に入院中の者とである。したがって-家事使用人であっても住居,家計をともにしている者,船 

乗り,富山の薬売りなどのごとく生活の本拠をこの世帯において,従業上の都合もしくは職業上の 

目的をもって,その就業場所を移動する者は世用員となるが,これに反して,入監,収容保護，.あ 

ずけた里子，遊学,別居,出かせぎ中の者などのようにその生活の本拠を一定地に移し，その地に 

おいて就業または就学したり生活している者は，たとへ日常生活上の経済関係がある場合でも世帯 

員とはしない。 •

また,主として事業上に使われている使用人は,たとへ住み込みであっても世阳員とはしない 

で,上に掲げた世帯の定義により世帯単位ごとに別世带とする。

(3)世帯の種類は次のように分ける。

イ.被保護世帯 世帯員中に調査日前1ヶ月間に生活保護を受けた者のいる世带をいう。 

ロ 国保加入世帯 被保護世帯以外の世帯で国民健康保険のみに加入している世帯をいう。

ハ医療保険加入世帯被保護世帯以外の世帯で健康保険,船員保険,共済組合,日雇労働者健康 

保険に加入している世帯をいい，国民讎康保険とあわせ加入している世帯も含む。

二 その他の世帯 上記以外のすべての世帯をいう。

⑷ 障害の種別は次により分けた。

ィ 視覚障害者とは,身休障害者福祉法別表に定められている視力障害・視野狭窄の障害を有して
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いる者をいう。

ロ 眩覚等障害者とは,身体障害者福祉法別表に定められている徳力損失による障害,音声•言語 

の機能障害及び平衡機能の障害を有している者をいう。

ハ 肢体不自由者とは,上肢切断，上肢機能障害,下肢切断,下肢機能障害，体幹の機能障害を有 

する者をいう。

なお,以上の障害を複合している老については,主たる障害の種類により分けた。

（5）障害の等級関係については,身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定められてある等級表に従 

って1級から6級までにわけた。

⑹ 家計の支出とは,この世帯の昭和35年3月中の飲食物費,外食費,住居費,光熱費,被服費，治 

療費,保健衛生費,負担費（税金）,社会保険料,教育費,交際費,交通費,その他の雑費などの 

ように,世帯員の生活のために使った現金の合計額を千円単位で,単位未満を切り捨てて計上した 

ものをいう。

（7）配偶の関係は次のように分ける。

ィ 未婚とは,まだ結婚したことのない者をいう。

□ 有配偶とは,現在妻または夫のあ・る者をいう。

ハ 死別とは,妻または夫に死別して独身の者をいう。

二 離別とは,妻または夫と離別して独身の者をいう。

なお,夫が未帰還,未復員などの生死不明の妻の場合は「有配偶」とした。また最初の結婚は配 

偶者に死別し,二度目は離別したような場合は,最近の狀態により「離別」とした。

⑻ 最終学歴の関係は,次のように分ける。

ィ 小学校在学中とは,調査日現在小学校に在学していた者をいう。

□ 小学校卒，中学（旧高等小学校を含む。）卒,高校（旧制中学•旧制青年学校を含む。）卒,短 

大（旧高等専門学校を含む。）卒,大学卒は最後に卒業した学校の区分に従った。

ハ 特殊学校（学級）卒とは,学校教育法第71条に定める盲学校，聲学校，養護学校の義務教育期 

問を終了した者をいう。

二 不就学とは,学校教育法による教育をうけなかった者をいう。

（9）就業しているとは,収入のある仕事をもっていた場合をいう。なお，内職も含め,また■,調査日 

現在実際に収入があったかどうかは問題でなく,報酬の約束があれば，休職中および休業中の者も 

含めた。 •

（10職菜については,次により分けた。

イ 専門的技術的職業従事者とは,医師,看護婦,採炭技術者,合金技師,電気工事技師，小学校 

校長,高等学校教員,洋裁学校講師等をいう。

ロ 管理的職業従事者とは,会社社長,販売部長，市長，人事課長，小売店経営者,飲食店支配
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人，組合理事・工場長等をいう。

ハ 事務従事者•とは,人事事務胃,タイピスート,給与事務員,集金人,郵便配逹夫等をいう。

二 販売従事者とは,小売店主,卸売店主,旅館主,行商人,ブローカー等をいう。

ホ 農林漁業従事者とは,農耕主，農耕家族従事者,農耕日雇,伐木夫,山林伐採監督,運材夫,

筏流し夫,捕餘船砲手,投網漁夫,海女，こんぶ採取人等をいう。

へ採鉱・採石従事者とは，採炭夫,支柱夫，坑内運搬夫，川砂採取夫等をいう。

ト 運輸通信従事者とは，汽申機関士,電車運転士,バス車寧,船長,航海士,船頭,航空士,へ 

リコプター操縦士等をいう。

チ技能エ，生産行程従事者及び単純労働者とは,金属プレスエ,旋盤工,組立エ,レンズ研磨 

ェ，織布工,ミシン工,船大工,火夫,建築大工,竹ざる製造工,紙芝居屋,守衛,土工,沖仲 

士,公園掃除人等をいう。 ....

リ サービス職業世事者とは,あんま師,女中,家庭教師,お抱え自動車運転手等をいう。

ヌ あんま師とは,あんま師,はり師,きゅう師及び柔逋鉴復師法により免許をうけて粟に従事し 

ている者をいう。

01）従業上の地位については，次により分けた。

ィ 業主とは,個人で農業,商店,工場,学校等を経営している者をいう。

〇 家族従事者とは,前記業主のいる世帯の他の世帯構成員で別段給料,賃金をもらわないで常時 

その構成員の営む業務に従事している者をいう。

ハ 常雇とは,別段期間の定めがなく,常時雇われて給料,賃金をえている者で,つぎの日雇に該 

当しない者をいう。

二 日雇とは,他人に雇われて賃金をえている者であって,非農林業にあっては,日日雇入れられ 

・る者,農林業にあっては,1ヶ月未満の契約によって雇入れられる者をいう。

ホ その他とは,イ~二以外の者をいう。

02勤続年数とは,現職に従事した年数をいう。

03）就業に伴なう昭和35年5月中収入とは,現職に従事することにより,昭和35年5月の1ヶ月間に 

入ってきた本人の俸給,賃金などの勤労収入で,負担金（税金）や社会保険料の差引かれる前の金 

額をいう。

物品販売業,製造業,農業等を営んでいる場合で,本人が世帯主である場合は,その事業収入の 

金額を,また世带員である場合は,その事業によって得た収入を按分比例により算出した本人相当 

分の収入額をいう。この場合,農業,物品販売業等の如く月によって現金収入の変動のはげしい場 

合,また今年度収入の見込のたたないものについては前年度（34年4月〜35年3月）1ヶ年間にお 

ける「1ヶ年平均実収入額」を按分比例により算出した本人相当分の収入額をいう。

財産収入,他か・らの仕送り,公的年金,預貯金引出し等による収入は含まれない，
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M現職業の習得の方法については,次により分けた。

ィ 受傷前より現職に従事とは,受傷しても離職することなく,受傷前の職業に引続き従事してい 

る場合をいう。

ロ 更生援護施設とは，身体障害者福祉法にいう肢体不自由者更生施設,失明者臾生施設,ろうあ 

者•更生施設,身体障害者収容授産施設等に入所して現職に従事のための臓業技術を習得した場合 

をいう〇

ハ 公共職業訓練所とは,職業訓練法に基づき設置された公共職業訓練所,身体障害者職業訓練所 

において,現職に従事のための職業訓練を受けた場合をいう。

ニ 特殊学校とは,盲学校,ろう学校,餐護学校において，現職に従事のための職業訓練を受けた 

場合をいう〇

ホ 個人授職とは,職親等の個人教授により,職業訓練を受けた者をいう。

なお,かつての徒弟制度による過程を経た場合もここに含めた。

as 就萊していない理由については,次により分けた。

ィ 休業とは，叹入のある仕事をもっているが,実際には,働かず仕事を休んでいる場合をいう。

□ 失業とは，収入のある仕專をもっていない者の中,仕事につくため何等かの方法で積極的に仕 

事を探しているか，または事業を始めるため,若しくは,再開するため等で,それに必要な仕事 

に携わっている場合をいう。

ハ 身体上の理由により就業不能とは,働く意志があっても,身体障害，疾病または老令のために 

働くことができない場合をいう。

二 就業の必要がないとは,経済上の理由,就学または家事に従事などの理由で就業する必要がな 

い場合をいう。

ホ その他とは,イ〜二以外の場合をいう。

a©障害の原因は,次により分けた。・

ィ 先天的障害とは,妊娠中または出生時に身休障害の原囚があったと考えられるもので,学令前 

までに身体障害が発見された場合をいう。

口 旧軍人軍属で公務上の災害とは,戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条に規定する旧軍人軍属 

で,戦斗または職務遂行中に受傷した場合をいう。

ハ 業務上の災害とは,工場その他の事業所,もしくは,収入ある仕事に従事中に身休に障害を受 

けた場合をいう。

二 結核とは,結核性疾患により,それが禎接の原因で身体に障害を生じた場合をいう。

ホ 結核以外の疾病とは,後天的に結核以外の病気に罹患し,それが直接の原因で身体に障害を生 

じた場合をいう。

へ 交通事故とは,電車,バス等の事故が直接の原因となって障害を受けた場合をいう。



14

ト 戦災とは,主として空製,その他戦争に起因する事故により,身体に障害を受けた埸合をい 

う。

チ•その他とは，イ〜卜以外の原因による場合をいう。

<17）必要とする更生医療は,次により分けた。

イ 開眼及び視力増強手術とは,眼.に関する医療を行なうものをいう。

ロ 視力増強手術とは,耳に関する医療を行なうものをいう。

ハ断端部手術とは,肢体不自由で断端部の始未,整理等の手術を必要とするものをいう°

二 固定,回転手術とは,肢体不自由のうち,機能障害者に対する授動,固定,廻転等の手術を必 

要とするものをいう。

ホ その他とは,イ~二に掲げた以外の医療を必要とするものをいうC

Q& 家計上における本人の地位は,次により分けた。 一

ィ 家計中心考とは,本人の収入が家計上の大部分をしめている者をいう。

口 家計補助者とは,本人の収入が,家計上の一部分をしめている者をいう。

ハ 彼扶養者とは,本人の収入が皆那に等しい者をいう。

09;複合障害とは,種類の異なる障害を二つ以上有する場合をいう。

6 結果の推計

この調査は,無作為抽出による標本調查であるから,各集計項目についてその全国数を・推計すること 

ができる”

推計の方法は，人口による-比推定法をもちいたcすなわち,この調査において調杳された世带人屋

831.918人と調査日現在の推計人口 姿・丄し西一を.こ细査ぬ結果任乗#哄
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!身体障害者数

（1）全国の身体障害者数

昭和35年4月15日現存について行なわれた身体障害者実態鯛杳の結果は,この調査の対象である総 

人口 92,805,000人について950,000人の身体障害者が存在し，人口1,000人に対しては10.2人 

の身体障害者の存在を示している。

この内訳を身体障害の種類別に示すと表1のとおりである。

表1 身但•障害の種類別全国推計数

人口（1,000人）対および百分率

総 数 視覚障雪题平衡障） 肢体不自由

全 国推計 
（単位1,000人）

数 950 220 163 566

人口 CL, 000人）対 10.2 2.4 1.7’ 6.1

百 分 率 100. 〇% 23.2 17.2 59.6

障害種類^」では肢体不自由者が566,000人で全身体障害者の59.6%を占め,視覚障害者が220,000人 

で23.2%,聴覚障害者が163, 000人で17.2%の順となっている。

さらに身体障害者の障害の種類を細分してみると表2のとおりである。

表2 身体障害者の種類別全国推計数および百分率

総

数

視

覚

障

害

聴 

覚 

障 

害

音機 
再能 

言障 

語害

障 

窖 

平
衡

機
能

上
肢
切
断

上障

肢

機.

能害

下
肢
切
断

障 

害 

下
肢

機

能

体

幹

障

害

れ

一 〇
59 64

15
2 - 35 92

率 分 百 豹
0.0

2
3.
2

15. 1. 0. 3.
31-4 3. 乩

7
9.
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図1 障害の種類別分布

⑵身体障害者の程度別,障害種類別にみた数

身休障害者の障害の压度別,障害の趣類別にみると 

表3のとおりである。

表3 身体障害者の程度別•障害種類別全国推計数

（単位1,000人ノ

総数 !級 2級 3級 4級 5級 6級 不明

総 数 950 154 183 140 177 151 113 31

視覚障窖 220 104 38 15 14 15 25 8

聴覚障害 163 - 68 34 27 1 28 5

肢体不自由 566 50 77 90 137 135 60 17

身休障害の程度別を障害の種類別にみると,視覚障害者では1級が47.4%で半数に近く,次いで2 

級,6級,5級,3級,4級の順であり,聴覚障害者では2級が41.9%,次いで3級,6級,4級, 

5級の順となっている。また,肢体不自由者では4級が24.1%,次いで5級,3級,2級,6級,1 

級の順となっており,障害の種類別にその障害の程度の占める順位が異っていることがうかがわれ 

る。・

なお,聴覚障害に1級がないのは,身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定められている障害等 

級表にないためである。
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図2 身体障害者の種類別・程度別分布

⑶身体障害若の年令別状況

身休障害者の年令別を障害の種類別にみると表4のとおりで，18才以上の者が87.3%となってお 

り,視覚障害者は,他の障害者に比し，高年令者が多い。

表4 障害の槿類別,年令階級別

総数
15才

未満

15才 
冬

17才

18才 
冬

19才

20才
1

29才

30才
1

39才

40才

49才

50才 
2・

59才

60才

G9才

70才

以上

18オ以上 
の総数 
「再掲）

総数
%

100.0 9.9 2.8 2.2 9.6 14.2 16.6 16.4 15.1 13.2 87.3

視党 
障害

%
100.0 6.1 2.2 1.7 5.2 10.4 14.5 17.3 2〇,1 22.5 91.7

覚
害 

聴
障

%
100.0 10.4 2.9 2.6 11.4 12.9 14.7 14.4 13.8 17.0 86.7

肢体不 
自由

%
100.0 11.2 3.0 2.2 10.9 16.1 18.0 16.7 13.6 8.4 85.8

⑷身体障害者の性別状況 • •-

身体障害者を性別にみると,男が61.0%,女が39.0够となっている°これらの障害種類別は表5の

とおりである°

表5 身体障害の種類別,性別

総 数 男 子 女 ■?-

総 数 100.0 % 61.0 39.0

視党障害 100.0 % 51.6 4B.4

聴覚障害 100.0 % 55.1 44.9

肢体不自由 ・100.0 % 66.4 33.6
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2 身体障害者手帳の所持状況

身体障害者で,身休障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の所持の有蘇についてみると,約40%の 

未所持者となっており，これは障害程度の軽い者程多い。

表6 身体障害者の程度別,身体障窖者手帳の所持状況

総 数 所 持 未所持

総 数 100.0 % 60.0 40.0

1 級 100.0 % 62.7 37.3

2 級 100.0 % 66.3 33.7

3 級 100.0 % 63.8 36.2

4 級 100.0 % 70.2 29.8

5 級 100.0 % 58.7 41.3
6 級 100.0 % 43.4 56.7 >

不 明 100.0 % :L.1 9& 9



21

3 障害を複合して有している者の状況

身休障害者で,視覚障害,聴覚障害,肢体不自由のうち,二以上を有している者のその複合の状谨別 

及び程度別については表7のとおりで,これは身体障害者の5.3%となっている。

表7 身体障害で障害の部位が複合している者の状況

総

数

船
肢
、
下
肢
晞

視上

下

聽肢

視

聴

体

視

聽

視上

肢

下

肢

視

体

聴下

肢 
上

肢体

聴上 

肢

下

肢

聴

体

総

数

総数

!級 

2級 

3級 

4級 

5級 

6級 

不明

100. 〇%

100. 〇%

100. 〇笏
100. 〇%

100. 〇%

100. 〇%

100. 〇%

100. 〇%

0.5

1.4

L6

2.7
0.8
2.4

0.5

0.7

1.2

25.2

34.5
21.2
17.1
25.5
23.3

16.5

U.2
12.9
17.1
17.7
26.5
83.3

4.5

5.4
3.0
2.4
7.8
6.7

4.2

8.1
3.8
1.2
2.0

35.4

23.0
43. 9
43.9
37.3
36.7
16.7

11.8

10.1
14.4
14.6
9.8
6.7

%
100.0

33.0
29.4
18.3
1L4
6.7
1.3

（■注） 視=視覚障害 聴=聴覚障雪 上肢=上肢機能障害 下肢=下肢機能障害 

体=体弊障害

4 障害の原因

身休障害者の障害の原因となったものについて,障害の踵類別にみると表8のとおりで,総合的にみ 

た原因としては結核以外の疾病によるものが4 3.2%,ついで先天的障害16.8%,業務上の災害8.1彩, 

旧軍人軍属で公務上の災害6.4%,結核4.1%,交通事故2.4%,戦災〇, 6%の噸になっているが,障 

害の種類によって若干この順位が異っていることがみれる。

表8 身体障害者の障害の種類別,原因別

総

数

先障

天

的害

公
務
上
の
災
害 

旧
軍
人
軍
属
で

業災

務

上

の害

結

r

核

結の 

核叱 
以疾

外病

交事

ヽ

貓故-

戦

災

そ 

の 

他

総 数

視覚障害 

堕邈障皆 

肢体不自由

%
100.0

%
100.0

%
100.0

• %
100.0

16.8

16. 4

36.1

11.3

6.4

3.0

2.0

9.0

8.1

4.0

1.2

11.7

4.1

0.3

1.4

6.3

43.2

52.8

36.6

41.3

2.4

0.5

0.6

3.6

0.6

0.5

0.4

0.7

1&5

22.3

21.7

16.0
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5 障害種類別にみた就学状況

身休障害者の就学の状況は表9のとおりで,小学校在学中の者が4.9%,小学校卒業および中学校卒 

菜の者が65.2%,それ以上の髙校,短大及び大学の課程を終了した者が9.4%,また特殊学校修了者が 

3.6%となっており,残り16.9%は未就学となっている。なお,この16.9%のうち若干は就学年令に達 

していない者も含まれているが,大部分は就学年令を超えた者で相当の不就学者がいることがうかがえ 

る〇

表9 身体障害者の就学状況

総 数
小学校在学中及修了 
並びに中学校修了 高校卒

短大及び 
大学卒

特殊学校 
卒 不就学

15オ以上の 
者の不就学率

総 数

%
100.0

小学校在学中4.9
70.1小学校卒篥34.9 7.7 1.7 3.6 16.9 14.9

視覚障害
%

100.0
%

100.0
%

100.0

中学校卒業30.3
66.9 4.7 0.9 9.3 18.2 18.2

聽覚障害 55.5 4.9 1.0 7.6 31.0 29.6

肢体不自由 75.5 9.6 2.2 0.3 12.4 9.3

なお,これを障害の種類別・年令階級別にみると表ioのとおりである。

表10 障害の種類別,年令階級別,就学状況

総 数
小学校在学中 
及び修了並び 
に中学校修了

髙校卒 短大及び 
大学卒 特殊学校卒 不就学

総 数 100.0 % 66.9 4.7 0.9 9.3 18.2

視 15才未満 100.0 % 67.5 ゝ 14.2 1&3

覚 15 〜17 100.0 % 56.8 3& 6 4.6

障
18 〜19 100.0 % 53.0 5.9 - 35.3 5.9
20 〜29 100.0 % 46.6 11.7 2.9 34.0 4.9

害 30 〜39 100.0 % 58.1 12.2 1.0 18.1 10.7
40 〜 100.0 % 70.2 3.5 0.9 4.5 20.9

総 数 100.0 % 55.5 4.9 1.0 7.6 31.0

聴: 15才未満 100.0 % 52.0 一 - 5.3 42.8

覚 15 〜17 100.0 % 58.1 - - 18.6 23.3

障
18 〜19 100.0 % 47.4 10.5 - 26.3 15.8
20 〜.29 100.0 % 35.5 7.8 0.6 22.3 33.7

害 30 〜39 100.0 % 42.0 6.9 1.1 14.4 35.7
40 〜 100.0 % 63.0 4.8 L4 2.4 28.4

---- -. …
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総 数 100.0 % 75.5 9.6 2.2 0.8 12.4

肢 15才未満 100.0 % 63.0 - - 0.2 36.8
体 15 〜17 100.0 % 88.0 - - . 12.0
不 18 〜19 100.0 % 69.0 8.9 1.8 0.9 19.5
自 20 〜29 100.0 % 69.4 13.4 1.5 1.1 14.7
由 30 〜39 100.0 % 73.2 17.3 2.9 0.1 6.5

40〜 100.0 % 79.6 9.0 2.8 0.2 8.5

以上により不就学の状況は,嗨覚障害者が31.0%,次いで視覚障害者が18.2%,肢体不自由者が12.4% 

のJ嗔となっている。

6 配偶の状況

・身体障害着の配偶の状況を障害の種類別,年令階級別にみると表口のとおりである 。

表口 障害の種類別・年令階級別•配偶の状況

総 数 未 婚 有配偶 死 別 離 別 不 明

総 数 100.0% 21.3 53.9 21.6 3.2
視

觉
19 100.0% 99.5 0.5

20 〇^ 29 100.0% 83.5 16.5 - -
障 30 39 27.8 64.4 2.0 5.9

害
40 49 100.0% 14.0 74.1 7.7 4.2
50 100.0% 3.5 59.4 33.8 3.4

総 数 100.0% 43.4 37.7 16.3 2.6
聴

覚
19 100.0% 99.1 0.9 - -

20 oy 29 100.0% 91.6 &4 - - -
障 30 〜 39 100.0% 56.4 42.0 - 1.6

書
40 〜 49 10〇. 〇% 31.2 58.6 6.5 3.7

50 100.0% 12.0 49.9 34.5 4.1 一

総 数 100.0% 32.8 53.9 11.4 1.9 0.0
肢

体
19 100.0% 99.8 0.1 0.1

不
20 29 100.0% 80.1 18.8 0.2 0.9

自 30 39 100.0^ 27.8 67.7 1.7 ・2.8

由
40 49 100.0笏 10.1 ゝ 82.4 ゝ4.5 3.1 -
50 〜 100.0% 3.7 67.5 26.6 2.1 0.1

配鹤の状況について30オ〜39才の状況をみると,憾覚障害者の場台未婚が55.4%,次いで肢体不自由 

および視覚障害者が27.8俐となっており,これによると聴覚障害者の比率が他の障害者の場合の2倍と 

なっており,この障害を有している者の結婚がレ、かに困難なものであるかがうかがわれる。.
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! 更生医療を必要とする者の状況

身体障害者（ただし，18才以上の者。以下同じ。）で更生医療を今後必要とする者は約45,000人（5.4 

%）で，その要する者について実施すべき治療の種類別にみた,本人の家計上における坯位別および年 

令階級別にみると表也 表13,のとおりである"これをみると,肢体不自由関係の断端部手術及び固定 

回転等手術を要する者力如.〇%,次に視覚障雪者関係の晏治療者が24.9%,憾覚障害者関係の聴力増強 

手術が5.0%となっている。

また,家計上における本人の地位別にみると,家計中心者が58.0%,家計補助者が37.0弦,被扶養者 

が5.0%となっているが,これを年令と合せてみた場合,過去においてはかかる制度もなく,現在程の 

治療方法にも恵まれなかったためと思われる。しかし,家計上における本人の地位をみると家計の中心 

者が過半数をしめている現況から,治療に対する援進のみでは充分とはいえないと考えられる。

表12 更生医療を要する者の治療歴類別・図4 更生医療を必要とする者の状況

家計匕における地位別

総 数 家計中心者家計補助者被扶養者

総 数 100.0% 5&0 37.0 5.0
開眼及び 
視力増強手術

100.〇% 43.0 37.0 20.0

曉力增強手術 100.0俐 50.0 50.0

断端部手術 100.0% 87.1 12.9

固定•回転手術 100.0% 64.2 35.8 -

そ の 他 100.0% 57.3 42.7 -

表13 更生医療を要する者の治療の種類別•年令階級別

総 数 18 〜19 20 〜29 30 〜39 40 〜49 50 〜59 60歳〜

総 数 100. 〇% 6.7 20.4 21.4 16.4 1&2 16.9

開眼及び視力增強手術 100.0% 3.0 8.0 7.0 14.0 27.0 41.0

聴力増強手術 100. 〇% 5.0 20.0 20.0 5.0 25.0 25.0

断端部手術 100.0% 3.2 9.7 16.1 32.3 32.3 6.5

固定•回転手術 100.0% 8.2 33.6 2& 4 16.4 8.2 5.2

そ の 他 100. 〇あ 9.4 18.8 27.4 16.2 17.1 11.1

8 補装具の所持状況

身休障害者の身休上の欠陥を補なう補裝具が,どの位所持されているかを補装具の種類別にみると, 
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視覚障害者の盲人安全つえは,視覚障害者（主たる障害が視党障害者でない者も含む;）の55%が必要と 

し,現在所持している者はその43%と半数に満たない。また，聴覚障害者の一部に必要とする補聴器 

は,聴覚障害者（主たる障害が聴覚障害でない者も含も）の37%が必要とし,現在所持している者はそ 

の45%とこれも半数に満たない。また,肢体不自宙者の一部に必要とする義手•義足,装具，車椅子の 

おのおのについてみると,義手•義足は,肢体不自由者（主たる障害が肢体不自由でない者も含む。以 

下同じ）の12%が必姜とし,現在それを所持している者はその79%であるが,装具については肢体不自 

由者の10笏がこれを必要とし，現在所持している者はその49%とこれも約半数であり,車椅子について 

は肢体不自由者の3 笏が必要とし、,所特者はその27%と極めて低い所持率を示している"

また,補装具を所特している者でも取りかえの必要ありというものがかなり多く,これを補装具の種 

類別にみると,盲人安全つえは所持者の30%が取りかえを必要とし,補聴器は所存者の32%,義手•義 

足は46%,装具は50%,車椅于は28%が取りかえ必要となっている。

図6 補聴器の所持状況図5 盲人安全つえの所持伏況

図8 装具の所持状況図7 義手•義足の所持状況



26

図9 車椅子の所持状況

9 更生援護施設への収容を必要とする者の状況

18オ以上の身体障害者で身体障害者更生援護施設等に収容して訓練を実施する必要があると思われる 

者は全体の3. 8%で約人32,000ということになる。

なお,それを施設の種類別及び収容を必要とする障害者の年令階祓別にみると表14のとおりであり， 

肢体不自由者更生施設が29.5%,失明者更生施設が26.4%,身体障害者収容授産施設が14.5%,ろうあ 

者更生施設が12. 7%となっている。

なお,施設に収容する必要がある者の推計数を性別にみると，男が約17, 500A.女が約14,500Aでそ 

の比は55 : 44となっている。また,障害の程度別,施設の種類別にみると図1〇〜13で示すごとくにな 

る。

表14 身体障害者更生援護施設に要収容者状況

総 数
予 チ

18 〜19
オ オ

20 〜29
オ オ

30 〜39 40オ以上

総 数
%

100.0 17.5 43.9 19.7 19.0
%

100.0

休 
臾

不 
生

自 
施

100.0% 18.8 55.3 14.1 11.8 29.5

生
明
施

100.0% 22.7 41.3 14.7 21.3 26.4

う 
生

あ 
施

100.0% 13.9 50.0 30.6 5.6 12.7

体 
容扌

障 
受
矗 100.0% 9.8 56.1 26.8 7.3 14.5

そ の 他 100.0% 16.7 12.5 22.9 47.9 16.9
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障害程度别施設要収容者状況

-図1〇肢体不自由者更生施設
要収容者状況

設図11失明者更生施

図12ろうあ者更生祗設 
要収容者状況

図!3収容授
要収容

産册設 
者伏况

10障害のために介護を必要とする者の状況

18オ以上の身体障害者で,障害のため介護を必要どする者は全身体障害者のうち3匚6%で，そのうち 

囲在家族以外の者の介護をうけている者が約6%であり,大部分は家族の者の介護をうけている状況で 

あ矶

これを障害別にみると，視覚障害者が54.9%;聽覚障害者が24.0%,肢体不自由者が24.1%となって 

おり,視覚障害を有している者に介證を要する者が多い。
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障害の種類別にみた介護の要否状況

わ世带の状況

身体障害者を構成人員別にみると6人以上の世帯力ヾ45.4%, 5人世带が16.2%, 4人世帯が13.4%, 

3人世帯が10.9%, 2人世帯が&2%,単独世帯が6.0%となっており,そのうちに占める15オ以上の 

身体障害者の家計上における地位をみると,家計の中心者が35.3%,家計の補助者が15.2笏,被扶養者 

が49.4%となっている。また,これらの世帯が昭和35年3月中に現金支出した状況を世帯員数別にみる 

と表15のとおりである。
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表15 身体障害者の属する世帯の世帯員数別現金支出（阳和35年3月中）の状況

総数
5, 000円 

未満

5, 000 
?

9, 999

10,000 
ぐ

14, 999

15,000

19,999

20,000

29, 999

30,000 
冬

39. 999

40,000 世帯員 

数比
冬 

以上
不詳

総 数 100.0% 7.9 19.1 20.3 18.4 21.2 & 5 4.6 0.1
%

100.0

1 人 100. 〇% 71.6 21.3 3.9 2.4 0.2 一 0.2 0.4 6.0
2 人 100. 〇% 20.2 45.4 20-6 6.7 5.0 1.1 1.0 - & 2
3 人 100.0% 5.3 33.5 28.0 17.6 10.9 3.2 1.4 10： 8
4 人 100. 〇% 3.2 22.6 25.2 21.5 19.0 5.4 2.9 0.3 13.4

5 人 100. 〇% 2.6 15.6 22.1 23.7 23.2 9.0 3.8 - 16.2
6 人以上 100.0% 1.2 10.7 1&5 20.0 29.2 13.0 7.4 0.1 45.4

更に，これらの世帯の所得税の納付の状況をみると，17.3%の身体障害者世帯が所得税を納付してい 

る世帯となっており,身体障害者世帯の所得税を身体障害者の家計上における斑位別にみると表16のと 

おりである。

表16 世崔における身体障害者の家計上の地包別,所得税納付状況

総数 0円
I**-*

999

1,000

1,999

2, 000 
冬

2, 999

3,000
1

3,999

4,000

4, 999

5,000 
?

9, 999

10,000

以上

総 数 100. 〇% 82.7 2.2 1.3 1.4 1.1 0.9 3.2 7.3
%

100.0

家計の中心者 100. 〇% 85.4 2.2 1.1 1.2 1.0 0.8 2,5 5.9 26.7

家計の補助者 100. 〇% 82.6 1.8 2.0 1.7 1.4 0.9 2.6 7.0 13.8

被扶養者 100. 〇% 81.1 2.4 1.3 1.4 1.1 0.9 3.8 8.1 59.6

次いで生活保護法による被保護の状況を障害別,程度別4こみると表17のとおりで,全身体障害者の 

7.5%の者が被保護世帯に属していることになっている。また生活保護をうけている身体障害者世帯に 

おいて本人の家計上の地位別の状況をみると家計の中心者となっている者の場合が約50%,被扶養者の 

場合が約44%,家計補断者の場合が約6%,となっている。

表17 障害の種類別,程度別,生活保護法による保報をうけている者の状况

総 数・ 1,2級 3, 4級 5, 6級 不 明
保護を史けて 
いない世带に 
属する者

総 数
%

100.0 3.5 2.0 1.8 0.1 92.5

視覚障害
%

100.0
%

100.0

8.6 1.2 1.1 0.2 88.9

聴覚障害 2.2 1.8 1.3 0.0 94.6

肢体不自由
%

1.8 2.4 2.2 0.2 93.4
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表18 被保護世帯における身体障害者の家計上における地位別状况

総 数 家計の中心者 家計補助者 被扶養者

総 数 100.0 % 50.0 6.3 43.6

視党障害 100.0 % 48.5 4.9 46.6

聴覚障害 100.0 % 40.9 9.9 49.3

肢体不自由 100.0 % 53.4 6.4 -40.2

12就業の状況

15オ以上の身体障害者で就業している者は45. 8%,就業していない者は54.1%,その他分類不能若干 

となっている。

これを障害別にみると表19のとおりで，視覚障害者の就業率が一番低く,ついで肢体不自由者,聴覚 

障害者の順となっている。

表丄9， 身体障害者の就業の状況（15オ以上）

総 数 就業している者 就業していない者

総 数 100.0 % 45.8 54.1

視党障害 100.0 % 35.0 64.9

聴覚障害 100.〇 % 50.4 49.6

肢体不自由・ 100.0 % 49.0 50.9

なお,障害の種類別にみた年令階級別の就業率は表20のとおりである。

表20 障害の履類311,年令階級別，就藥率

総数 15~ 17 18 〜19 2〇〜29 3〇〜39 4〇〜49 5〇〜59 6〇〜69 70歳〜

総 数
笏

45.8 19.0 40.〇 52.7 67.0 6& 2 50.6 28.6 10.3

視 觉障 害 35.0 6.8 & 8 45.6 67.3 63.7 42.8 24.9 7.0

聴 覚障 害 50.4 23.2 55.2 61.5 63.3 72.6 59.0 40.0 16.8

肢 体不自 由 49.0 21.3 44.2 51.2 6&0 68.6 50.8 27.4 9.9

就業している者の性別についてみると,その男女の比率は8 : 2の割合になっており,男については 

15オ以上の男子身体障害者の60.2%,女については,15才以上の女子身体障害者の23.0够がそれぞれ就 

業していることになっている。

さらに就業している身体障害者の従業上の地位をみると図17のとおりで，就業している者では業主が
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48.3%と約半数近くで,ついで常雇が22.9%, 

なお,そのあのおのを障害別にみると表21

Qとおりで,視覚,聽覚障害者は常雇となる 

機会が少ないことが示されている"また労働 

力としては欠くるところが少ないと思われる 

聽覚障害者の家族従業が多いという特異の伏 

況が現われている。

家族従業が19.0彩,日雇5.8%の順となっている。 

図り 就業している身体障害者の従業上の地位

表21 障害の種類別,従業上の铀位別就樂状況

総 数 集 主 常 雇 B 理 家族従業 その他 不就業

総 数 100.〇% 22.2 10.5 2.6 8.6 1.8 54.1

視覚障害 100. 〇% • 22.7 3.4 1.6 6.3 1. 1 64.9

聽覚障害 100.0^ 18.5 9.6 3.7 17.0 1.7 49.6

肢体不自由 100.0% 23.1 13.7 2.8 7.3 2.2 50.9

つぎに就業している者のうち家族従業者を除いた考について,勤続年数別,収入月額をみると表22の 

とおりで,約80%が月叹20, 000円未満であり身体障害者の低収入を示している。

表22 身体障害者で就業している者（家族従業者を除く:）の勤続年数別,収入状況

総数
1,999円

以下

2, 000 
厶

3, 999

4,000

5,999

'6,000 
冬

7, 999

& 000 
(

9,999

10;000 
冬

14. 999

15.999

19.999

20, 000円

以 上

総 数 100.0% 5.0 10.0 12.3 10.9 9.2 19.1 12.5 20.9
%

100.0

1年〜2年 100.0% 7.9 18.2 21.6 16.5 9.6 13.8 6.4 6.2 14.2

3年^ 4年 100•〇% 6.1 15.6 15.6 10.4 14.2 20.3 9.4 8.5 7.3

5年〜9年 100.0% 3.8 9.0 13.9 14.8 11.9 21.1 11.9 13.7 26.6

10年以上 100.0豹 4.6 7.8 9.4 8.7 7.8 19.7 14.6 27.4 51.9

なお，これを従業上の地位別にみると表23のとおりで,月収20, 000円以上の収入があるものについて 

は業主が約65%を占めている。
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表23 身体障害者で就業している者（家族従業者を除く）の従業上の地位別,収入別

総数
1,999円

以下

2,000 
?

3, 999

4, 000 
冬

5, 999

6,000

7, 999

& 000 
冬

9, 999

10,000 
冬

14, 999

15,000 
冬

19, 999

円
20,000 

以上

総 数 100.0% 4.9 9.9 12.1 10.7 9.2 19.2 1么7 21.2

業 主 100.0% 4.4 9.3 10.9 9.3 &7 20.2 13.1 24.2

常 雇 100. 〇% 2.1 5.1 12.8 10.4 '9.6 21.0 15.5 23.5

日 雇 100.0% 6.4 19.7 16.2 24.7 16.2 11.8 3.9 1.0

そ の 他 100.0% 25.2 29.7 16.3 9.4 3.6 6.4 4.3 5.0

就業している者の障害の種類別にみた職業種別の状況は表24のとおりである。また,農林,漁業従業 

者がどの種別の障害でも相当多くなっているが,視覚障害者の場合だけがサービス職業従事者が一位を 

占めている。これは大部分が「あんま」である。

表24 障害の種類別,職業別，就業吠況

総

数

専職 
囂業 
趙 

術事 
的者

管集 

理従 

的事 

職者

事
務
従
事
者

販
売
従
事
者

!
 

一

農従

林七
漁事

業者

採
炭
技
術
者

運従

輸-！？
事 

通 

信者
1.1®

F

瓷
分 

類 

不 

能

あ

し 
ま再 
掲 

師2

総 数
%

100.0 3.1 1.2 5.5 13.4 36.1 0.8 1.1 27.1 11.2 0.6
%

7.4

視覚障害
%

100.0
%

100.0

2.5 0.5 0.9 8.0 33.1 0.8 0.5 12.5 41.0 0.3 38.2

聴覚障害 1.5 0.5 1.4 6.1 56.6 0.9 0.5 27.1 4.6 0.4 0.5

肢体不自由
%

100.0 3.7 1.6 17.0 30.8 0.8 1.5 31.4 4.5 0.7 0.5

また,就業す~に当り,その技能取得の方法をみると表25のとおりで,身体障害者更生援護据設,公 

共職業訓練所,特殊学校で技能取得したものが7.4%と公の援護により取得したものの率は非常に眩 

い。これは当該施設が少ないことと,開設以来日が浅いためと思われる。なお,視覚障害者の場合に 

は,古くから施策が講ぜられていたことと,特殊職業に従事する関係から約25%と他の障害者の場合の 

3倍以上の率を示している。

表25 身体障害者で就業している者の障害種類別,披能取得状況

総 数 受傷前
身体障害者 
更麋護施設

公共職業 
訓練所 特殊学校 個人授職 その他•

総 数 100. 〇% 28.2 1.2 い 5.2 1&5 46.0

視党障害 100. 〇% 27.0 2.5 0.3 21.7 1&6 29.9

聽觉障害 100. 〇% 24.5 0.6 0.3 4.1 17.1 53.4

肢体不自由 100, 〇% 29.6 1.0 1.5 0.7 18.9 48.4
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つぎに15才以上の就業していない者について,その就業していない理由別にみると表26のとおりで， 

身休上の理由によるものが69.〇%,就峯する必娶のないという者が18.7^,失業中が1.1%,休業中が 

0.5%となっている。また,これを障害種別にみる者,肢イ本不自由者の身体ヒの理由により就業不能が 

一番高い率を占め，ついで視覚障害者,聽覚障害者の順となっている。

表25 身体障害者（15才以上の者;）で就業していない者の障害の種類別,理由別状況

亠■’

総数

%

休業中 失業中 身体上の理由 就業の必要 
カミない その他

総 数 100.0
96

0.5 1.1 69.0 18.7 10.7

視党障害 100.0 0.7 0.3 67.6 23.7 7.7

聴覚障害 100.0
%

0.2 0.5 55.7 24.8 1&9

肢体不自由 100.0 0.5 1.3 73.9 14.3 10.0

また,これを障害の種類別,年令階級册にみると表27のとおりである。

表27 身体上の理由により就業不能者の障害の種類別,年令階級別状況

総数 15 〜17 18 〜19 2〇〜29 3〇〜39 4〇〜49 5〇〜50 6〇〜69 7〇歳〜

総 数
%

100.0 1.8 1.8 B.8 9.7 11.3 19.6 25.2 21.8

視覚障害
%

100.0 0.5 0.7 2.5 6.4 9.3 19.2 28.5 32.9

聴覚障害:
%

100.0 2.5 1.7 12.2 12.4 9.1 ■13.0 22.7 26.5

肢体不自由
%

100.0 2. 2 2.4 11.2 10.7 12.7 21.2 24.1 15.5

これをみると,低年令阍の者についても就業していない理由として身休上の理由をあげているが,こ 

れらの人逹を訓練する施設の利用,一般のノゝ逹の理解などにより,今後大いに改善される必要性のある 

ことがうかがわれる。

13各種年金（障害福祉年金を除く。）受給の状況

身体障害者で,恩給,厚生年金,船員保険年金,労働者災害補償保険法に基づく年金,国家公務員災 

害補償法に基づく年金及び老令福祖:年金等を受給している者は16.2笏で,その20才以上のものについ 

て，受給している年金の種類別に見ると,恩給を受けている者が53.6%で半数以上を占めている°次い 

で,老令福祉年金等を受給しているその他が35.1%,厚生年金が10.〇%,国家公務員災害補憤法及び労 

働災害補慣保険法に基づく年金が1.4%となっている状況である。思給受給者が多いのは,戦争に起因 

した傷病による障害者が相当数あるためと思われる。

次に,これを年令階級別にみると,表28のとおりで70才以上が35.0%, 40才から49オまでが25.3%, 

6〇オから69オまでが14.3%, 30才から39オまでが12.2%, 5（）才から59オまでが11.3%, 20才から29才ま 

でが1.9%となっており,70才以上の者が一番鬲い比率を占めているのは老令福祉年金の受給資格を有 
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する年令階級であるためである。これについては,年金の極類その他が約7%を占めていることでうか 

がわれる。また,次に多い40才から49オまでについては,この階層の费給若のうち恩給受給者が約83% 

を占めており,これは軍人軍属で公務に起因した障害者が多いためであると思われる。

表28 年令階級別,各種年金熒給状況（20才以上のもの〕

総 数 オオ
20 〜29 3〇〜39 40 〜49 50 ~ 59 60 69 7〇オ以上

総 数 100.0 % 1.9 12.2 25.3 11.3 14.3 35.0
%

100.0

恩 給 100.0 % 0.3 15.5 39.2 12.5 14.9 17.8 10.2

厚生年金 100.0 % 5.1 17.5 24.1 21.2 17.5 14.6 2.0

公労災 10□.〇 % 5.3 47.4 26.3 5.3 10.5 5.3 0.2

そのイ也 100.0 % 3.3 4.3 4.6 6.8 12.6 6& 3 6.6

未受給者 100.0 % 13.5 17.7 1&2 21.2 1&6 10.8 81.0

14障害福祉年金の受給の状況

20オ以上の身体障害者で国民年金法による障害福祉年金を受給している者は口®%となっており,そ 

の障害の種類別,程度別についてみると表29のとおりである。

表29 障害福祉年金を受給している者の障害種別,程度別

総 数 L 統 2 級 3. 4級

総 数 100.0 牺 21.6 24.9 53.4
%

100,0

視 覚!章害 100. 〇% 64.8 16.8 18. 4 22.0

聴 覚 臓害 100.0% - 43.7 56.4 22.2

肢 体不 自由 100. 〇% 23.4 22.3 54.3 55.8
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っぎに現在障窖福祉年金受給該当となる障害を有していると思われる者，すなわち障害程度が1紐及 

び2級の者で采受給者は全国に約250,000人いることになる。これについては障害福祉年金受給資格要 

件の一部を欠いている者も相当あるとは思われる力し炎給資格を有しながら未だ受給していない者もい 

るのではないかと考えられる。

15視覚障害者の点字の理解状況

視覚障害者のうちの15才以上の者について点宇の理解状況をみると表30のとおりで読めない者が8〇. 9

%,読める者が19.1%となっている。

表3〇 視覚障害者の障害程度別,点字の理解状況

総 数
読み書き 
ともできる

読 
竝1.；

め 
け
るが 
ない 1 け

め
力V 

る
な

読み書き 
ともできない

総 数 100.0% 17.8 1.3 1.6 79.3

1,2 級 100.0% 22.2 1.3 2.1 74.4

3, 4 級 100. 〇% 13.5 1.3 0.4 84.8

5, 6 級 100.0% 7.1 1.5 0.6 90.9

不 明 100.0% 6.4 3.2 90.5

図丄9 年令階級別,点字の理解状況

（読み書きともできる者）

これを更に障害を受けた年令別,程度別にみると,重度の者でかつ低年令時に障害を受けた者に比較 

的読める者が多い。

なナ6現在15才未満で特殊学校在学中の者は除かれているので,点字の読める視覚障害者の率は 

19.1%を相当数上廻るものと思われる。
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第1表 障害者数,年齢•性•

等 級 総 数 15才未 満 15 17 18 〇^ 19 20 29
身体障害者 ——

1…
— I m ——

手帳の有無 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 1男 女 総数 男 1女

総 数 8,514 5,191 3,320 842 473 369 237 133 104 185 103 82 82] 476 345

有 5,107 3,496 1,611 459 283 176 166 104 62 127 73 54 568 349 219

無 3,407 1,698 1,709 383 190 193 71 29 42 58 30 28 253 127 126

! 級 1,382 684 698 128 63 17 11 .6 14 10 101 56 45

有 867 479 388 71 /in
一 31 12 8 4 17 10 7 75 47 28

卿 515 205 310 57 32 5 3 2 4 3 26 9 17

2 級 1,042 920 722 165 108 57 42 26 16 27 11 193 108 85

有 1,089 689 400 119 39 37 24 13 24 7 158 92 66

然 553 231 322 46 28 18 5 2 3 7 3 4 35 16 19

3 級 1,256 832 424 114 67 47 40 22 18 24 14 10 110 70 40

有 801 600 201 68 24 33 20 13 16 10 6 78 48 30

無 455 232 223 46 23 7 2 5 8 4 4 32 22 10

4 級 1,586 1,074 512 152 85 67 55 35 20 36 20 16 178 99 79

有 1,113 831 282 91 38 39 28 11 26 14 12 131 78 53

無 473 243 230 61 32 29 16 g 10 6 4 47 21 26

5 級 1,353 878 475 138 58 48 24 24 34 16 18 144 88 56

有 794 572 222 71 26 34 19 15 26 12 14 92 6ミ; 29
559 305 253 67 32 14 5 9 8 4 4 52 25 27

6 級 1,015 654 361 101 51 29 13 16 25 9 16 75 46 29

有 440 323 117 39 18 11 5 6 11 3 8 34 21 13

•無 575 331 244 •62 33 18 8 10 14 1 8 41 25 16

不 明 280 152 128 44 26 6 2 4 4 3 1 20 9 11

有 3 2 11 .-

俺 277 150 127 44 叫 26 6： 2'
!

4 3 1 20 9 11

第2表 複合障害者数,複合障

障 
等

害 種 別 
級 •総 数 視覚・聽覚 

上肢•下肢・体幹
祝覚•聴 
上肢•下

覚 
肢

視覚 覚
体 幹

総 数 149 2 7 2

総 1 級 148 2 4 1

2 級 132 - 1 -
3 級 82 2 1

4 級 51 - -
5 級 3〇

数 6 級 6

不 明 -
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缚級•身体障害者手帳の有娜別

30 39 40 〜 49 50 〜 59 60 〜 69 70オ以上

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

1,209 826 383 1,415 986 429 1,397 938 459 1,289 743 546 1,119 516 603

880 639 241 1,007 765 242 905 668 2ミ7 658 425 233 337 190 147

329 187 142 408 221 187 492 270 222 631 318 313 782 326 456
148 81 67 161 89 72 221 127 94 268 130 138 314 111 203
119 67 52 135 77 58 160 9G 64 162 88 74 116 46 70
29 14 15 26 12 14 61 31 30 106 42 64 198 65 133

230 13] 99 243 137 106 262 166 96 246 123 123 223 94 129
185 114 71 175 110 65 180 127 53 128 77 51 76 41 35
45 17 28 68 27 41 82 39 43 118 46 72 147 53 94

176 128 48 205 159 47 221 155 66 204 132 72 161 85 76
140 109 31 164 133 31 153 125 28 112 86 26 37 25 12

36 19 17 42 26 16 68 30 38 92 46 46 124 60 64

238 189 49 301 227 74 278 201 77 210 137 73 138 81 57
198 164 34 237 198 ?9 205 •163 42 133 95 38 53 38 15
40 25 15 64 29 35 73 38 35 77 42 35 85 43 42

254 183 71 271 198 73 204 143 61 163 92 71 97 54 43
176 132 44 188 153 35 122 92 30 62 38 24 23 18 5
78 51 27 83 45 38 82 51 31 101 54 47 74 36 23

137 100 37 190 147 43 171 118 53 152 101 bl 135 70 65
62 53 9 107 93 14 85 65 20 G0 41 19 31 21 10
75 47 28 83 54 29 86 53 33 92 60 32 104 49 55
26 14 12 43 29 14 40 28 12 46 28 18 51 21 30
一 - 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 -

26 .14 12 42 28 14
»

40 .28 12 45 28 17 50 20 30

害種別,等級別

視觉•聴覚 下肢:体障 視党•上肢 
下肢

視覚•体幹
聴党•上肢 
下肢• W

聴覚•上肢 
下肢

聰覚•体眸 上肢•下肢
体幹

113 74 20 19 159 53

51 21 8 12 34 15

28 17 4 5 58 19

14 14 2 1 36 12

13 9 4 1 19 5

7 8 2 - 11 2

- 5 1

-
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第3表 障害者数,障害種別・障害時の

障害時の年齢
の 原 因 総数 ［来滴丄〜19 20 

〜29 ね負49衆9;蠶不狀総数 16^:10 :20 ^30" 40 '
未満〜19〜29〜39〜49

総 数 8,514 3,159 868 1,125 867 756 781 948 ］〇 1,974 628 205 194 200
1

213

先天 的 障 皆 1,427 1,427 匚 - 一 - 一 324 324 — - 一
1

~i
旧軍人,軍屈で公務 
上の災害

546 22 383 128 8 '4 — 1 59 2 41 16
1 

千

輩務上の災 害 690 4 86 206 168 133 75 16 2 79 2 « 17 15 15.
結 核 347 68 49 91 83 37 17 2 - 6 1 1 2 2 -!
結核以外の疾病 3, 676 1,191 441 282 306 373 480 601 2 1,043 215 125 96 108 137

交通 爭 故• 202 37 36 35 22 29 24 19 - 9 2 1 1 1 1；
戦 災 54 5 9 6 12 15 C 1 - 10 1 1 1 4 2；

そ の 他 1,572 438 220 122 147 160 172 309 ■•1 444 88 64 36 54 57|
1

第4表 障害者数,障害種別•障害の原因•
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年齢・障害の原囚別

85

害 聴 觉

50 ]6〇年
~59：以上

—

不詳 総数
10年, 
未満

10 ；
〜19

20 
〜29

225 303 6 1,463 805 116 74

一 - 528 528
一 - 29 ・・ .- 17

12 9 1 18 - 4 2

- - - 20 7 4 1

161 199 2 536 215 68 36

- 3 - 9 2 - 2

1 一 - 6 - -
50 92 3 317 57 39 10

9
 
3 
2 

1〇

障 害

)40 50 60年.オ铀
•39〜49]〜59以上"'叫

90 100

r-i  
4
 
3
 
4

2
 
1
4
 
1

肢 体 不 自 由

J.

総数
10 年 U0 
未満i〜19’

20 1
~29

30
〜3圳

40~
〜49

5厂
〜5S

6〇年 
以上不訐

5,077 1,728 547 857 582 453 456 453 3

575 575
458 - 20 ?25 103 7 2 - 1
593 2 74 187 150 114 60 5 1
321 60 44 88 79 34 15 1 -

2, 097 761 248 150 15? 192 265 328 -
184 33 35 32 21 28 20 15 -
38 4 8 5 5 12 <» 1 -

811 293 117 70 71 66 90 103 1ノ 4X

2
 
—3
—64 
4 
4 
2

321

年齢別

害 聽 党 障 肢 体 不 自 由

60 70韵
〜69j以上|

総数栗默】7%&れ品黑岛雌 総数
15 歳 |15 18 ,20 
未潘ら 〜1目〜29

30 
〜39

40 
〜49

50 -60 
〜59：〜69

70歳
以上

397 44』.1,4 曲152 43 38 166 188 215 210 202 249 5,077 570 150 113 552 816 914 846 690 426

19 15 528 92 23 20 95 94! 92 52 41 19 575 195 47 24 105 88 55 38 15 8

1 291 - - 5'15 6 1 2 458 - 113 257 68 11 9

19 18 18* - 1 3；1 5 7 1 593 - 6 61 138 129 138 98 23

■
I ,

20彳

536 40

3 d 4 
I

3 1

90

321 21 9 6 37 114 73 49 11 1

267 285 14 56 58' 72 101 87 2,097 259 65 56 212 226 244 374 398 263

2 3 - 2 - 5 - 184 18 9 4 28 29 34 26 25 11

1 1 6| — ■ -I 3 ] 38 2 6 7 4 10 6 3

89 121 3171 12
1

24； 30
1

35 64 135 811 77 18 17 103 101 118 143 126 108
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第5表 障害者数，障害種別・等級•年骷
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第6表 障害者数,障害種別•等級•年齢-

死別

未2〇 箴

I為:
2

数総

総数 未婚有配偶死別離別］不詳総数 未婚

障害種別 
等 級

1,259

169；

22008,514 2,72〇, 4,348 1,244,
■ ! I

1,382 256673408
7
 
8
 
6
 
7
 
7 
5

7
 
8
 
3 
1 
5 
1

1
*
 

1
X
 

I
X

〇 8
 
和 5

1
7
 
4 
7

20:

169.

一1

-
I -
1

45
2 
8

6
 
6

5 
8
 
4

9
 
2 
〇

8
 
7 
6

83

42
56
86S

80

総 数

総 1 級

2 級

3 級

4 級

5 級
数 6 級

不 明

1 
4
 
彳 8

 
6
 1
 
2

4 
Tx 

IX

86
1
 

j  

j  

一
 

一
 

一  
1

7
 
2
3
 
2 
7
4
1
8

9
 
6
 
3
 
2
 
1 
2
 
2 
1

649
 

CO  
5
 
1

1 
5

一

一

162323
「
38'•

3

6
 
3 
0
 
6
 
1

2
 
8
 
9
 
®
 
2

ん 

1

33
46

7

3
 
1
8
 
1
4

6
 
2 
G
 
6
 
7

〇 

5 
1

1 
2
7
5

—6

129 
6
 
3
 
2

4
 
5 
8
 7
 
2

7

3.3
 
3
 
2

9
 
9 
3
 
1
 
1

L-

7
 8

6
 
31

A

37:
39

13
22

岡
56

数

紘

級

級

級

級

級

明

総 
L 
2
3
 
勺 5

6
 
不

視 

觉 

障 

窖

635
.

63
4

1,

创

—
-
血
^

r
^
g

36
23
143

M

27i
19!-

13i

一
;
2
 

一

2
 
9
 
4 
-

□ 
4 
4

2
 
1
4

1
5
 
4

1
159
 
7

,1 
2 

2
 
9
8
8
0
1
5
1
 

1 

ノ 
4
6
5
1
1
3
1
 

• 
2
 
1
4
8
9
7
9
4

5
 
5
 
7 
7
 
4 
3 
4 
1
 

-
5
 

1
1

1
 

-•- 
- 
-
1 
-

3<
20〇: 6

2

83
10
10
10
18
19
113

め

07:
00'
05
82:
96!
13!
30|

「5 :2 

创
!
6

15:i7 2 
〇 G

 2

&
 
7 -4 
2
J
P
 
〇̂ 
• I
‘
 9
 

"^0  
3 
〇 1 

6 
〇 G

 

4
6
5
 

5 
1
 

2
 
7
1
9
 
龙
1
5
1

5 

1 

1 
112

11

-
1 
8
 
7
 
4 
3
 
8
 

4
 
2
0
2
4
7
3
6

4
3
9
 

5
 
1
 

3
 
5
2
8
 
2 
5
1
8

1
1
 

1
 

7
 
1
 
3
 
4
 
7 
6
 
3

2,

1
5
 
1 
-
8
 
〇 

4
 
6
 
3
 
1 
7 
6
 
0
 
1

1 
9
 
8
 

3
 
1
 

&
 
1 
4 
2 
5 
0
 
7 
5
 

L 

6
 
2
 
2 
2 
3
 
4 
1

1,

3 
0
 
9
 
6
 
7
 9
— - 
7

711
0
5
9
0
5
 

1

ひ 3
 

4
4
 

7
 
4
9
1
2
0
4
5

6
3
 
2
 

2 

一
 

〇 

4 
6
 
8
 
2 
2
 
5 
1

5
 

」

も

4

数 

級

級

級

級

級

級

明
-

数 

級

級

級

級

級

級

明

総

1
2
3
4
5
6

不

B

覚 

障 

害

総

1
2
3
4
5
 
6

不

肢

体

不

自

由
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配偶別

5〇 歳 以 上

総数!未婚I有配隅:死別離別'不詳 

i 「 ・
3,805 192 2,357 1,146 109 1

1

27
營

!

14
15
101
—

1
 
0
 
2
 
8
 
6 
3
 
6

4 
3
 
8
 
7 
3 
3
 
4

2
 
2
 
1
1
1
1

一
5S.

371

2
 
5
 
6
 4

9
 
8 
6
 
1

4
 
3
 
3
 
4

1

4930 〜 39 40

総数I未婚!有配偶1死別:離別:不詳

1,4151 199 1,0911 77； 48 -

未婚;竈死別淞別!不詳

39〇! 7G3 18： 38 -

総数|

1,209

3
40池

4 
8
 
3
 
1 
1
3

71:
86!
35
18
31
42
16

31:

-
-
:

6
 
7 
ア

0
 0 
7

6
 
2

9
 
8
 
4 
十

6
 
6
 
1
4
1

3306S1 79

6
 
6

「
42.
65-
50'2

3
5096

2

7
 
2
 
5
 
8
 
8
 
6
 2
 

1A

J
2

1
3
 
1
2
 
1
3
 
1

1

4
 
7
 6
 
5 
9
 
〇 G

10
13
17
25
22
153

361
砌

，网

21..
26U

I
3

16
24
20
30
27
194

6
 
4
 
8
 
5
 
2
 
5
 
3

6
 
9
 
1
 
8
 
7 
1
 
1

1X 
1 
IX 
1

70|
27:
46:
45:
71
19!
12'

148
230

6
 
8
 
4

7
 
3
 
5

1
2
 
2

37
26

40 2228
I
n

—

4
I
 2 •

3
157肪

2

8

0 
1 
6 
3 
9; 5

8
 
3
 
1
1
1
4

9
 
0 
1 

一
 

-
i - !
 _• 

1
1
-
 
- 
1
1
,
 

ー
 

ー

91 
7 
9
 
9 
1 
3 
L 

5
 
2
 

1 
2

4 
9 
4 
1 
3
 
3
 
3
 

3

6
 
4

2

14

不.1

2
 
3

1
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第7表 更生医療の必要者数,更生医療の種類,

更 生底療 総 数 18 〜 19 20 〜 29

等 級
総数 中心者1補助者 被抉 

養者
総数1中心者'補助者 被扶

寮署 総数 中心者1補助者 被扶
養舎

総 数 402 233 149 30 27 11 16 - 8.? 41 4]

1-2 級 111 38 53 20 3 3 20 4 16
3 • 4 級 147 100 47 - 13 7 6 35 22 13

数 5 • 6 級， 130 87 43 一 9 4 5 26 15 11

不 明 14 8 6 2 2 1 - 1

開増 総 数 100 43 37 20 3 1 2 8 5 3
眼祐 
及強 1-2 級 59 21 18 20 一 一 - 5 3 2
び壬 3 • 4 靱 18 10 8 1 一 1 2 1 1
視 . 
ヵ術

5・6 級 20 11 9 2 1 1 1 1 -

不 明 3 1 2

総 数 20 10 10 1 1 4 I 3

1-2 級 3 1 2 - - 1 1
3 • 4 級 5 2 3 1 1 1 一 1
5 • 6 級 11 6 5 - 一 2 1 1
不 明 1 1

総 数 31 27 4 1 1 3 3 一

1• 2 級 5 5
3 • 4 級 18 17 1 マ 3 3
5・6 細 8 5 3 1 1

不 明

総 数 134 86 48 - 11 4 7 45 23 22
1-2 級 17 3 14 2 一 2 8 8
3 • 4 級 65 43 22 7 3 4 21 8
5・6 級 50 39 11 2 .1 1 16 6
不 明 2 1 1 -

総 数 117 67 50 11 4 7 22 13
そ

1• 2 級 27 a 19 1 1 5
の 3 • 4 級 41 28 13 - 4 3 1 3
他 5 • 6 級 41 26 15 4 1 3 7 4

不 明 8 5 3 2 - 2 1
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爭級•年齢・家計上における本人の地位別

30 〜 39 40 ，- 49 50 59 60 歳 以 丄

総数 中心者 補助者
被扶
養者 総数 中心者補助者 IS 総数 中心者 補助者 被扶 総数 中心孝 補助者 1被扶 

!養程

86 60 26 66 50 16 73 45 28 68 26 型 20

16 6 10 16 11 ,5 • 23 10 13 33 7 6 20

37 27 10 23 17 6 26 20 6 13 7 6 -

32 27 5 23 18 5 21 12 9 19
3

11

1 - 1 4 4 一 3 3 - -

7 3 4 14 5 27 14 13 41 11 10 20

6 2 4 8 4 15 7 25 5 - 20

1 1 一 4 3 I 4 3 6 2 4 -
- 一 2 2 - 7 3 8 4 4
- - - - - 1 1 - 2 2

*
3 1 1 1 5 2 3 5 ・3 2 -

2 1
—

1 ■
3 1 2 一

2 2 1 一 1 2 1 1 4 2 2
• 1 1 - -

5 4 1 10 9 1 10 8 2 2 2 -

'一 - 5 5

5 4 1 3 3 5 5 - 2 2 -

2 1 1 5 3 2

,...........
-

38 28 10 22 18 11 S 3 7 2

4 2 2 - 3 1 2 - -
16 12 4 11 7 7 6 1 3 n 1

17 14 3 11 11 - 4 3 1

1 1 - - 一 1 1 ■ -

32 22 10 - 19 14 5 20 13 7 13

4 1 3 2 1 5 2 3 8
15 10 5 5 4 1 7 5 2 2 1

13 11 2 7 4 8 7 2 3 1
- - 4 4 - 1 - -
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第8表 障害者数,等級•補装具所

不詳

22

2
1
6
5
5
3

11

所有し 
ていな 
いが必 
要ない

'ゝ|所有し
Iていな 

［その4'が必 
|他I要あり

所有しているが取りか 
_えの必要ない 
総数身障法器祉蟄援護法

1,87947,
5 
6
 
8
 
3 
1
1
 

1ゝ 

2 
1 
1

1091 281!

7； 44 626 7,409
57 358; 7,872

53 44： 13〇' 7,895

28 264 7,992

5, 124 8,339

再 103； 377： 7,795

7,361139 485’7

691

280

113

156i
51

76；

12

2 5 30 378 635 1
-- 111,366,-

1 -- 2 1,365： 3
3
 
3
 
1

7
 
1
7

5
 
9
 
4

3
 
2 
3

1X 
T
a 
IX

2 
6
]

所有しているが取りか 
___える必要あ________ 
総数身障法陽祉器援報嚇の

300

109 148 1,155

4 17； 336
5 15' 192

56 32; 261
28 24 127

2 ■ 33
14 60 206

3
9

17i
34

2
9

395!
I 

117.
62

117；
40：

9；

50；

115

726

141|

126' 
轉

133：

135： 13 2425 2

3 2 11 249 212
-1 3* 3
2 _；. 9 8

103
2
]

119.

3
 
9
 
7

1
5
 
5

4
 
9
 
6
 
8
 
7
 
3
 
1

9
 
1 
5
 
5 
8
 
8
 
9

1
 
4 
•> 
I 
i
 

[

4:
—0

5
 
I

3

4

515 
&
 
&
 
9

5 
5
 
5
 
5 
4

1
 
1
 
IX 
IX 
1

7 
6
 
7
 

rH  
3

4 
1
2
 
4 
8

3
 
4 
8 
〇

3
 
0 
6 
0

8
 
2 
0 
0

1 
1 
1

9
 
3 
9 
6

6
 
4 
8
 
4

2

1,183：27

4613
6

11
11

55
〇,3

3.
2

仪

68

208

7

53

194;
66|
29

235

8
4
4

1

3S162

46

2032
IX9
4
611

37
•
「2

丄 

1 
-

8-: 2; 2
 
— 3
—

7
 

I  
3

712 
2
 3

4
 
1
7
 
8
 
2
 
3
 
3

5
 
1
 

1
 

1

〇 

7 
0
 
6
 
9
 
7 
1 

U
 
1
1
3
 

3

27
33

•

131
・
254040

1
—
92'

4

38
67'41

8.21
1 - -- 6 1,248

21 23, 1.

1 
7
7

33
447

11 41； 13
I I

1

2
;

2044

10

1833

31
96'

25

総数

I

51,0841 

8,514：
8,514
8,514
8,514
8,514
8,514

2
 
2 
2
 
2
 
2
 
2
 
2

5
 
4 
4 
4 
4 
4
 
4

8
 
6
 
6
 
6 
6
 
6 
6

IX 
1A 
1A 
1X 
IX

6
 
6
 
6
 
6

3
 
5 
5 
5

5
 
2
 
2 
2

11 
IX 
1X

1,256
1,256. 1 1

1527|1,256(

等 
補 装

級 
具

総 数

盲人安全つえ

補 聴 器

義手義足 

数装 具

車 椅 子

そ の 他

11
f 1,382

1,3821
1,382

総 数

盲人安全つえ

補 聴 器

義 手義 足

具

車 椅 子

そ の 他

8,292

【総 数

2
 
2 
2

8
 
8
 
8

3
 
3
 
3

1
 
1 
1

2

級

!盲人安全つえ

補 聴 器

義 手義 足

裝 具
車 椅 子

そ の 他

総 数

3盲人安全っえ

補 器

義 手掘 足

装 具

椅 子

そ の 他
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有及び要否の状況別

等 級 総数

所有しているが取りか 
えの必要あり

所有しているが取りか 
えの必要ない

龄し 
ていな

浙有し 
ている 1

補裝具
総数 身障法福祉法援護法

その 
他 総数 身障法

爲:鑒援護韵針 いが必 
要あり

が必要,F

総 数 9,516 158 84 18 29 27 185 98 10 29 48 300 8 866 7

4 盲人安全つえ 1,586 2 1 - 1 6 5 - 1 22 1,555 1

補聴器 1,586 25 18 4 - 3 24 12 2 1 9 77 1,459 1

義手義足 1,586 )59 41 2 9 7 72 41 2 13 16 37 1,417 1

級 装 具 1,586 42 13 10 15 4 30 15 1 10 4 70 1,443 1
車椅子 1,586

4
3 1 1 7 1,575 1

そ の 他 1,586 30 11 2 13 50 24 5 17 87 1,417 2

総 数 & 118 68 18 15 8 27 100 37 13 11 39 211 7,736 3

5 盲人安全つえ 1,353 - - 5 3 2 20 1,328 -

補聴器 1,353 2 2 4 2
1

- 2 8 1,339 -

義手義足 1,353 n 4 2 2 3 8 6 1 15 1,318 1

級
装 具 1ご53 36 9 11 5 11 44 12 11 9 * 12 82 1,190 1

車椅子 1,353 3 1,349 1

そ の イ也 1,353 19 3 2 1 冲 39 14 1 2 22 83 1,212 -

総 数 6,090 64 31 5 屈 15 111 62 6 13 30 216 5,698 1

6 盲人安全つえ 1,015 - - 2 - 1 1 15 998

補聴器 1,015 19 13 1 2 3 61 44 14 109 826

義手義足 1,015 15 9 1 4 1 26 14 5 6 12 961 1

級 装 具 1,015 10 4 3 1 6 2 2 2 - 37 962

車椅子 1,015 1 1,014

その他 1,015 20 5 6 16 2 5 9 42 937

総 数 1,680 8 1 3 1 3 14 2 1 11 44 1,614

不 盲人安全つえ 280 - - 2 1 - 8 270

補聴器 280 2 - 2 3 1 - 2 17 258

義手義足 280 2 - 1 - 1 - - 2 276

明 装 具 280 3 1 1 1 1 - - 1 6 270

車椅子 280 1 279

そ の 他 280 1 1 - - 8 - 1 7 10 261



50

第9表 施設に収容の必要者数、施設種別•

施 
程 
虚

設
度
況 状 樂

総 数 18 〜19 20 〜29 30 7 39 40歳以上

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

総 数 156 129 26 24 65 60 29 27 36 18
有 40 26 6 5 17 15 10 5 7 1
無 116 103 20 19 48 45 19 22 29 17

総
1・2級 92 68 15 10 38 25 13 21 26 12

17 7 2 1 6 3 3 5
75 61 13 9 32 22 18 21 12

3・4級 40 36 7 7 17 23 2 7 4
14 13 3 2 7 10 1 1
26 23 4 5 10 13 1 5 4

5・6簸 24 23 4 7 10 11 3 3 2
9 6 1 2 4 2 1 1 1

数 15 17 3 5 6 9 2 2 1
不明’ 2 1 1 - -

-
2 - 1 ■

1

総 数 54 31 10 6 25 22 10 2 9 1
肴 14 5 3 1 7 4 3 2 1 1
無 40 26 7 5 18 18 7 2 8 -

1・2級 21 10 3 1 12 7 3 3 一
1 1 2

20 10 1 11 7 3 3 1
3・4級 17 15 3 8 11 2 3

7 5 1 4 4 1 1
10 10 2 4 7 1 3 -

5. 6級 16 6 2 5 4 5 3 -
6 2 2 1 -

10 6 2 2 3 4 3 2 -
不i . 一

総数, 47 28 11 6 20 11 3 8 13 3
有 6 2 1 1 1 1 1 3
無 41 26 10 6 19 10 2 7 10 3

失

明
1・2級 39 22 9 5 15 8 3 6 12 3

4 1 1 10
者 35 22 8 5 15 8 2 6 1 3

3・4就 6 4 1 1 4 2 1 1
更 2 1 1 1
生 4 3 1 1 3 2

施
5・6繊 2 1 1 1 1

1 1
設 2 1 1

不 明 1 - 1

1
■

1
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筹級・就業の有無•年齢・性別

設
度
況状業 

施
程
就 男

ろ

う

あ

者

更

生

施

設

数
有
無 

級
有
無
級
有
無
級
有
無
明
有
無

2 

4
 

6

総

1.
3.
5.
不

身
体
障
害
者
収
容
授
産
施
設

数
有
焦
級
有
無
級
有
無
級
有
無
明
有
無

2
 

4
 

6

総

1.
3.
5.
不

そ

の

他

総 数
有 
無

1.2級

3. 4級

5. 6級 

不尊

0
8
2
2
1
1

217

14
7
2
5
9
3
6
5
2
3

2
 4 8
 
5
2
3
6
1
5
1
1
-

一

2
 
1
1
1

総 数 18 〜 19 20 〜29 30 〜39 4〇 a 以上

女 男 女 男 女 男 女 男 女

24 1 6 12 3
11 1 5 6 2
13 1 6 1

18 1 1 4 3 8 2
6 1 4 2 3 1

12 1 1 5 1
4 1 2
3 1
1 1
2
2

* "

20 1 3 10 13 9 1 2
6 2 4 4 3 1

14 1 1 6 9 6 2

1 一 3 一 1
一 1 1 2

2 1 1
1 1 2 5 1

1 2 1
1 3 1

1 1

一 1 1
- -

1 - - - 1 -

26 3 5 4 2 4 7 11 12
2 1 1 1 2 1

24 2 5 4 2 3 6 9 11

14 2 2. p 1 1 3 9 8
2

14 2 2 1 1 3 7 8
5 1 1 i 1 2 1 2 2

1
5 1 1 1 2 1 2 2
7 2 1 3 2
2 1 1 1
5 2 2 1

- - - - ■ -
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第10表 介護の必要者数,障害種別・等級•

総 数 18 〜 19 20 〇^ 2& 30 〜 39

等 級
総

数

家介

族護

そ介 
の
他誣

介な

護し

不

詳

総

数

家介］そ介!介な 
族鮎也護護し

不

詳

総

数

家介］そ介］介な 
族討他護護し

不

詳

総

数

家介1そ介i介な

総数

1.2敝
3.4級

7,435

2,672
2,481

2,210

1,655
374

137

115
16

5, 080

900
2, 088

8

2
3

185

62
60

39

26
7

15

13
1

131 821

294
288

190

148
28

28

25
2

602

120
25S

1

1

1,209

378
414

273

219

31

15

14
1

920

145
332

炸 5.6級 2,052 130 6 1,913 3 59 6 1 219 13 1 205 391 18 - 372
不明 230 51 - 179 4 - - 4 20 1 - 19 26 5 - 21

総数 1.810 898 95 817 34 5 15 14 103 31 25 47 205 103 9 93

订: 1.2級 1,197 808 86 303 - 19 3 13 3 65 25 23 17 135 93 9 33
3.4級 225 54 6 165 - 5 1 1 3 15 ? 1 11 25 8 - 17

書
5.6級 329 19 3 307 - 9 1 1 7 20 2 1 17 41 1 一 40

不明 59 17 - 42 - 1 - 1 3 1 - 2 4 1 - 3

総数 1,268 294 10 9G4 - 38 5 33 166 44 1 1^1 188 59 1 128

覚 1.2級 520 178 7 335 一 19 A 15 104 37 1 66 115 48 1 66

坤 3.4級 466 92 2 372 - 13 1 12 46 6 - 40 45 9 - 36
5.6級 238 18 1 219 - 5 - 5 13 1 12 25 2 一 23

不明 44 6 - 38 - 1 - 1 3 - - 3 3 - 3

:上, 総数 4,357 1,018 32 3,299 8 113 29 84 552 115 2 434 1 816 111 5 699

付;; 1.2級 955 669 22 262 2 24 19 5 125 86 1 37 1 128 78 4 46
不 3.4級 1,790 228 8 1,551 3 42 5 37 227 19 1 207 一 344 14 1 329
自 5.6級 1,485 93 2 1,387 3 45 5 40 186 176 325 15 309
11- 不明 127 28 99 - 2 - 2 14

- - 14 19 4 - 15
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年齢•介護の状況別

4〇〜 49 5〇〜 59 6〇〜 69 1 70 歳以上

一不・

詳

総

ー数

家介jそ介 介な

護し

不

詳

総

数

家介1そ介,介な 

族護,他護融し

不 

徉

総

数

家介そ介介な 不

詳

総

数

家介そ介介な 不

詳族護
の 
他護護し 族護

の
他護護し

1 1,415 280 15 1.117 3 1,397 396 20 981 1,289 493 21 773 2 1,119 539 23 556 1

404 206 12 185 1 483 296 17 170 514 362 15 1?7 537 398 19 120 -

507 49 2 455 1 499 68 3 428 414 100 4 309 1 299 91 3 204 1

1 461 18 1 441 1 375 23 352 315 24 2 288 1 232 28 1 203

-
43 7 - 36 - 40 9 31 4G 7 39 - 51 22 - 29

28G 114 6 166 341 171 13 157 397 202 11 184 444 272 16 156

165 105 6 54 225 149 12 64 267 186 10 71 321 247 13 61
34 3 - 31 47 17 1 29 48 13 1 ?4 51 9 2 40
77 5 - 72 58 2 — 56 70 3 67 54 5 1 48
10 1 - 9 11 3

- 8 12 - - 12 18 11 - 7

215 41 3 171 210 S1 1 172 202 48 2 152 249 60 2 187

98 24 3 71 74 21 1 52 59 25 - 34 51 19 1 31
69 14 55 88 12 - 76 83 17 1 65 122 33 1 88
40 2 38 41 3 38 52 5 1 46 62 5 - 57
8 1 - 7 7 1 - 6 8 1 7 14 3 - 11

1 91.4 125 6 780 3 846 188 6 652 690 243 8 437 2 426 21)7 5 213 1

- 141 77 3 60 1 184 126 4 54 188 151 5 ?2 一 165 132 5 28 -
- 404 32 2 369 1 364 39 2 323 283 70 2 210 1 126 49 - 76 1
1 344 11 1 331 1 276 18 - 258 193 16 1 175 1 116 18 98
- 25 5 - 20 - 22 5 - 17 26 6 - 20 19 8 - 11 -
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第n表 障害者数,障害種別・家計上の現金支出・世帯人員別

家計上 の現金 支出 総数 !人 2 人 3 人 4 人 5 人 6人以上

総 数 8,514 507 699 925 1,137 1,382 3,864

総 4,999円 未 満 672 363 141 49 36 36 47

5,000 〜 9,999 1,622 108 317 310 ヽ257 215 415

10,000 〜 14,999 1,728 20 144 259 287 305 713

15,000 〜 19,999 1,566 12 47 163 244 328 772

20,000 29,999 1,801 1 35 101 216 321 1,127

数
30,000 39,999 724 - 8 30 61 124 501

40,000円 以 上 393 1 7 13 33 53 286

不 詳 8 2 - 3 - 3

総 数 1,974 236 206 231 261 261 779

視 4,999円 未 満 231 205 13 6 6 9

5,000 〜 9,999 422 23 104 79 73 44 99

覚 10,000 〜 14,999 414 4 73 69 62 168

15,000 〜 19,999 328 3 9 40 53 71 152
障 20,000 29,999 351 7 23 42 52 227

害
30,000 39,999 121 4 3 12 20 82

40,000円 以 上 54 1 2 3 6 42

不 詳 3 - 3 - -

数 1,463 G6 113 1G3 188 224 709

聴 4,999円 未 満 102 44 25 6 12 6 9

5,000 9,999 271 18 48 53 38 30 84

觉 10,000 〜 14,999 310 3 26 47 47 44 143

15,000 19,999 258 - 10 32 34 54 12S
陣 20,000 29,999 333 - 2 19 44 60 208

害
30,000 39,999 125 1 4 10 22 83

40,000円 以 上 63 1 2 3 8 49

不 詳 1 1 - - - -

- 総 数 5,077 205 380 531 688 897 2,376

肢 4,999H 未 満 289 114 74 30 18 24 29

体
5,000 〜 9,999 929 67 165 178 146 141 232

10,000 —' 14,999 1,004 13 80 139 171 199 402
不 15,000 19,999 980 9 28 91 157 203 492

自 20,000 〇^ 29,999 1.117 1 26 59 130 209 692

由
30,000 397999 478 3 73 39 82 331

40,000円 以 上 276 - 4 11 27 39 195

不 詳 4 1 - - - 3
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第12表 障害者数,障害種別・家計上の地位・納税額別

家計上の地位 総数 〇 円
1,000 
〜1,999

2,000 
〜2,999

3, 000 
〜3,999

4,000 
〜4,999

5, 000 
〜9,999

10,00OR 
以上

総 総 数 8,514 7,038 191 111 117 95 72 273 617

家計の中心者 2,702 2, 308 29 32 28 21 67 159
家計の補助者 1,168 965 23 20 16 11 30 82

数
彼扶養・者 

不 翳

4,644 3,765 59 65 5: 40

-

176 376

視 総 数 1,974 1699 33 22 24 18 9 53 116

党 家計の中心者 564 501 10 4 8 6 1 10 24

障 家計の補助者 203 175 5 4 3 1 4 9

害
被扶，養者 1,207 1,023 13 12 9 7 39 83

不 詳 - - - - - - - -

聴 総 数 1,463 1,178 39 匹 24 19 U 55 116

觉 家計の中心者 347 301 2 6 2 2 8

障
家計の補助者 306 253 8 5 8 3 3 8

窖
被扶養者 

不 詳

810 624

-

11 10 14 9 39

肢 総 数 5,077 4,161 119 71 69 58 49 165 385
体 家計の中心者 1,791 1,506 42 23 18 20 18 49 115
不 家計の補助者 659 537 11 13 8 10 7 18 55
自 

由
被扶養者 

不 詳

2,627 2,118 66 35 43 28 24 98 215
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第13表 被保報世帯に属している障害者数,障害種別・

障害種別

等 級

総 数 15 〜!7 18 〜!9 20 〜

総

数

家中

計心

の者

家
計
補
助
者

被
扶
養
者

総

数

家中 

机 

の者

家
計
補
助
者
一

被
扶
養
者
一

総

数

一
家
計
補
助
者
ー

¥1
…
心
—
笔 

-
家

計

の

ー

・紡1 ***■ 総

数

家中

計心

の者

総

数

総 数

1• 2 級

3 . 4 級

5 . G 級片

不 明

573
270
156
136
11

287

119
83
79

6

36

15
8

13

250

136
65
44

5

9

1
3

5

1

1

7

1
2
4

10

1
2
G
1

1
-

-

1

1

J 8

2
5
1

45

22
10
12

1

13

4
5
4

視 

覚 

障 

害

総 数

1.2 級

3.4 級

5.6 級

不 明

206

160
23
20
3

100

76
11
11

2

10

8
1

1

96

76
11
8
1

1

1 一

1

1

1

1

1

1

8

5

3

3

聴

覚 

障 

害

総 数

1-2 級

3 . 4 級

5 . 6 級

不 明

71

29
24

:

29

12
7
9

7

3
1
3

35

14

16
5

1

1 一

1

1 - 一 一

つ

1
1
-

1

1

肢 

体 

不 

自 

由

総 数

1• 2 級

3 . 4 級

5 . 6 級

不 明

296

81
109
99

7

158

31
65
59

3

19

4
6
9

-

119

46
38
31

4

1

1
3
3

1

1

1

1

5

1
2
2

9

1
2
5
1

1

1

1

1

7

2
4
1

30

12
9
9

9

5
4
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等級•年齢•家計上における本人の地位別

29 -30 4940 50 60 69 上
一

一
家
計
補
助
者

一
彼
扶
養
者

総 

数

中

心

者
 

家

計

の

ー

家
計
朗
者
一

被
扶
養
者

総

数

中

心

者
 

家

計

の

家
計
補
助
者

被
扶
養
者

総

数

A1Û

家
計
補
助
者

彼
扶
養
者

総

数

中

心

者
 

家

計

の

家
計
補
助
者

被

扶
赞

者

総 

数

砂

血

如

家
計
補
助
者

被
扶
養
者
ー

6
96 13

—

一
29 122 〇

7
45 112

R
3
R

95 46
4

45 84
4 1

2
〇 39

q ^
1 53 26

32
59 25

1
46

8 1
27

94
26 -

一

5
25 切

1̂
37 24

1 2
30

1 11
26

2 2 2
23 門4 4

30 22
5

29
8 3 9

21
3 1 7

22
5 1 6 1 6 1 d

.
- 2 2 - ■

メ
M

-
_
_

^
1 2

一
-

1 -
一 コ

・
一

1

2 3
31 18

6 7
38 22 - 16 42

9 1
22 42

6 1
25

一
43

-

22

1

24 13
6

31 - 4
36

5 1
20 32

2 1 9
32

6 対

- 3 1 1 3 - 2 3 2 - 1 6 2 ■ 4 8 5 却
1 1 3 3 - 4 4 -

一

2 1
一

1 4 2 - 2 3 1 d
i

- 1 TX 1A
一

-
一 一 一

1 1
一 一

- -
一

-
一 一

- -

1 5 8 1 3 4 9 8 6 H 5
-

6
£

5 - 6
15

8 -

- 4
一 一

1 4 3 3 7 3
-

4 X
一

1- 4 3 - 1

- 1 3
一

2 3
一

3 3
-

2 利
J

- 4 7 3 - 彳

一
 

-

4 !
 

一

2 

一

1

-

1 
1

1 
1 ー

 

ー

- 
-

!

一

!

一

- 

-

- 

一

5
 

一

4
 

一

- 
-

1
 
-

4 

一

2
 
-

- 

一

21
一

3
18 57 35

4 企 39
4_

_ 23 59 33
2

24 42 25
3

14 26 15
1

X 1 4 7 1 6 GM

6 6 7
-

9 2 5 - 7 3 7
一

d
.

一
4 9 9 2 8

28 20
1 7

24
5 8 6

〇
2 4 8 5 -

2 3
23

CC IX 4
24

3 2 9 8 IX 6 3 9 1 3 4 3 1 J
I

二
- 1

一
- 2 1

一

M 1 - 1 1 1I
一

1 - -
d
i
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第14表 就業者数,障害種別•等級・

障害種別 総 数 15 -■17 18 •レ 19 20 ~

等 級
男 女 男 女 男 女 男

総 数 2,840 677 33 12 46 28 305

総 ! 級 189 62 1 - - » 一 15

2 級 407 136 6 2 7 5 60

3 級 462 78 4 - 11 5 50

4 級 716 135 10 1 13 4 77

5 級 523 141 5 6 8 7 56
数 6 級 459 106 5 3 7 7 40

不 明 84 19 2 ■ 7

総 数 503 146 3 2 35

視
! 級 168 58 - 12

2 級 78 26 1 5
党 3 級 33 6 1 2

障 4 級 45 12 - 3

誓
5 級 49 14 - 3

6 級 114 23 1 1 9

不 明 16 7 2 1

総 数 463 198 8 2 12 9 63

聴 ! 級 - - - - - -
2 級 197 89 4 2 6 3 39

觉 3 級 92 34 - - 3 2 12

障 4 級 58 32 3 - 2 1 2

害 5 級 1 1 -

6 級 104 37 1 1 3 9

不 明 11 5 - 1

総 数 1,874 333 22 10 33 17 207

肢
! 級 21 4 1 3

体
2 級 132 21 2 2 16

3 級 337 38 4 - 8 2 36

4 級 613 91 7 1 11 3 72

5 級 473 126 5 6 8 7 53

6 級 241 46 3 3 6 3 22 |

不 阴 57 7 - - ■ 5|
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年齢•性別

29 30 〜39 40 <-49 50 〜59 60 「-69 70歳以上

女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

127 653 158 811 154 596 110 299 70 97 18

5 44 24 52 15 47 10 25 5 5 3
34 95 31 101 31 83 13 40 15 15 5
15 106 19 129 17 99 13 44 8 19 1
35 163 21 202 29 155 28 76 14 20 3
18 143 43 162 34 98 21 39 10 12 2
15 91 17 138 21 95 23 62 16 21 4

5 11 3 27 “ 7 19 2 13 2 5

12 100 38 141 41 123 23 77 22 23 8

4 36 22 47 14 45 10 23 5 5 3
3 20 6 16 8 23 3 9 4 4 2
一 7 1 12 2 6 J 2 - 4 1
1 5 3 12 1 11 5 11 2 3 -
一 10 2 12 6 7 一 13 5 4 1
4 22 2 38 7 25 3 16 5 3 1

- - 2 4 3 6 1 3 1 -

39 76 43 115 41 93 37 58 23 38 4

27 46 21 48 15 33 9 15 10 6 2
6 10 10 23 7 23 7 12 2 9 -
3 9 4 14 7 14 10 6 5 8 2
— — 一 1 一 1 一 一 一 一

2 10 7 25 9 21 10 22 6 15 一

1 1 1 4 3・ 2 3 - - -

76 477 77 555 72 380 50 164 25 36 6

1 8 2 5 1 2 - 2 - - -

4 29 4 37 8 27 1 16 1 5 1

9 89 8 94 8 70 5 30 6 6 -

31 149 14 176 21 130 13 59 7 9 1

18 133 41 149 28 91 20 26 5 8 1
9 59 8 75 5 49 10 24 5 3 3
4 10 - 19 1 11 1 7 1 5 -
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第15表 就業者数（家族従業を除く）,障害種別・

障害種別

従業上の地位

総 数 1年 2年

総数
円
00
満

2.0,
未

2,000

3,999

4, 000 
?

5,999

6,000
1

7,999

8,000

9,999

10,000 15,00C 20,00C 
以±

'総数

a
2,000

3,999

4,0006, 000 8, 000

9,99914,999
冬

19,999 5,999
1

7,999

総総 数 2,849 139 281 345 306 264 549 364 601 405 31 74 88 66 39

業 主 1,700 74 157 185 157 147 343 222 415 100 8 17 18 6 5

常 雇 807 17 42 105 86 79 173 128 177 195 11 27 50 40 24

日 雇 203 13 40 33 50 33 24 8 2 64 5 15 11 16 6
数その他 139 35 42 22 13 5 9 6 7 46 7 15 9 4

視総数 532 31 59 64 73 62 91 63 89 41 1 3 11 8 5

覚業 主 420 25 48 45 53 48 80 50 70 13 一 1 4 2 1

障常 B 63 一 3 12 9 6 6 11 16 14 - 1 5 2 3

R 雇 29 2 3 4 8 6 5 1 - 8 1 - - 3 -
害その他 20 3 5 3 3 2 - 1 3 6 - 1 2 1 1

聴総 数 438 29 66 66 56 39 78 48 56 79 10 23 17 13 7

覚集 主 242 11 26 28 21 23 52 35 46 14 - 3 3 2

障常雇 126 7 17 25 24 7 25 12 9 42 6 9 11 10 3

日 M 48 4'13 9 11 9 1 1 - 13 1 5 2 3 2
害その他 22 7 10 4 - - - 1 10 3 6 1 -

肢総 数 1,879 79 156 215 177 163 380 253 456 285 20 48 60 45 27
体業主 1,038 37 83 112 83 76 211 137 299 73 8 13 4 2
不常雇 618 10 22 68 53 66 142 105 152 139 5 17 28 18
自日雇 126 7 24 20 31 18 18 6 2 43 3 10 10 4
由その他 97 25 27 15 10 3 9 5 3 30 4 8 3 3
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従業上の地位•勤務年数・収入階級別

3年 〜 4年 5年

10,000

14,999

15,000

19,999
20,000 
以上総数

円
2, 000 
耒満

2,000
冬

3,999

4, 000 
?

5,999

6,000

7,999

3,000 
i

9,999

10,000 
冬

14,999

15,000 
冬

19,999
20, 000 
以上 総数

円M

満 
〇

2

荣

2, 000 
冬

3, 999

4,000

5,999

6, 000

7, 999

56 26 25 209 12 31 33 22 30 43 20 18 436 17 38 58 63

18 11 17 64 1 13 5 5 9 11 11 9 214 10 20 26 28
28 8 7 101 2 8 22 11 16 27 8 7 154 一 3 22 20

7 4 - 21 - 3 2 6 5 4 - 1 43 2 7 7 10

3 3 1 23 9 7 4 - 1 1 1 25 5 8 3 5

7 3 3 26 5 4 4 3 5 4 1 68 3 7 11 14

1 2 2 14 - 2 2 1 2 3 3 1 42 2 5 7 9

2 1 - 6 2 1 1 一 2 - 一 14 - - 2 3
4 4 1 2 1 - - - 10 2 2 1

- 1 2 1 - - 1 - 2 1 - 1

4 2 3 23 2 5 4 4 3 4 1 67 3 10 12 12

1 2 3 3 一 一 1 一 1 1 - 25 2 2 2 2

3 - 15 4 3 3 1 3 1 28 - 3 8 8
一 - - 3 1 - 1 1 - 一 11 1 3 2 2

- 2 2 - - - - 3 - 2

45 21 19 160 10 21 25 14 24 34 16 16 301 11 21 35 37

16 7 12 47 1 11 2 4 6 7 8 8 147 6 13 17 17
23 7 7 80 2 18 7 15 22 8 6 112 - - 12 9

3 4 14 - 1 3 3 4 - 1 22 1 2 3 7
3 3 19 7 ；4 1 - 1 20 4 6 3 4
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障窖趣別

従業上の地位

9年 〇 年

'S.OOOIIO.OOOIIS.OOOL^
9,99,9114,999119,999|以一上 総

数

主

雇
®

他の 

総

業

常

日

そ
 

総 

数

3
 
1
1
1
 
-

5
 
2 
2 
1

3
 
4
 
1
6
 
2

9
 
4 
4

531
261
261

よ

旳

21-
1

00
99

爲

一

1381
10714

151
121

・
円
〇
満
79:
55

一
lr

ー
数

以 上

6^00 jKoboiio, 000115,0002〇＞〇〇〇
7, 999'9,99911.1,989119,999以 上

9
 
2 7
 
5
 
5

9
 
2 
5
 
7
 
4

7
 
3 
3

L
 
1

4 
6
 
41

G
 
6
 
1
3
 
6

6
 
3
 
1
1

1
 
1

5
— 8
 
5
 
2 
4

5
 
1
1
1

1
 
1

2
 
2 
8
 
1
1
 

血 

1
1
1

57
70,
7717 

3
 
一

7
 
0 
2
 
1 
4

9
 
5
 
4

4
 
3
 
1

聴

覚 

障 

害

肢 

体 

不 

自 

由

視 

党 

障 

害

総 数

業 主

常

日 雇

そ の他

総

業 

常 

日 

そ

数

主

雇

雇 

の他

その他

総 数

業 主

常

ロ 雇

3 8

3 4
L 4

9

6
3

397 27 44

351 24 .40
29 - -

7 1 1

10 2 3

38

32
4
1
1

48 76

41 61
6 13
1 -

- 2

2 1

13 10

8 6
5 4

- -
- -

77 35

33 16
36 18

6 -

4 269

3 200

-I 41
- 21
1 7

48 1,133

30 771
18 287
- 47
・ 28

38

22
3
3

10

14

9
1
2
2

2S 33 27 26

21 22 19 20
1 3 3 3

4 5 5 3

2 3 」

66 95 81 75

46 82 58 53
3 4 9. 14

10 7 11 8
7 2 3 -

57

42
14

36

27
8
1

48

40
8

I
224 181 373

I I
155 106 249
61；72 121

5 2 1
31 1 2

___ I 」
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第16表 障害者数，職業•最終学歴別

最終学歴

隴
業
従
事
者 

管

理

的
 

W
W

W

 

技

術

的
 

爭 
HJ 

勺 

総 

数

事
務
従
事
者

販
売
従
事
者

敝
鉱
・
採
砒

運
喻
•

通
信

単
純
労
働
者 

者産
工
程
従
事 

技
能
ニ
・
生

TI
需

職

分
類
不
能
の

あ再

ま逻

総 数|

小学校在学中! 

小学校卒業; 
中学卒業I 
高校卒粟' 

短大卒業 

大学卒業 
特殊学校卒菜;
不就学!

4
 
6
8
2
3
4
2
9
0

1
 
1
6
8
5
8
6
0
4

5
 
4 
9
 
5
 
6
 

3
 
4

CO  

2
 
2 

L

7
 
-
0
2
5
7
8
3
3

〇

 

L
 
0̂ 
2 
1
1
 

1
41

5

16
10

194

17
83
74

9
8
2
1

472

140
236
70

7
5
1

12

1,268 29 38

一 一 -
460 13 8
551 13 23

98 1 6

6 -
一 -

19
133 2 1

47]105
阴 29

952； 3JJ5

277： 98
478： 123
75〔 35

4
4 1

21 4,997^

- 416J
111,929

5 1,022
2 257
- 35
- 19
-131
3 1,1911

263

62
56
20

3
1

98
23

鮒
林•

漁
强

無 

職

7
 
1

第17表 就業者数,障害種別・技能取得方法•職業別

法 方 得 取 能 技

総 

数

専
門
的
技
わ
的

彎3
事
務
従
事
者

販
売
従
事
者

嘶
林-

漁
業

採
鉱•

採
石

碗
瞥

s^

技産者労 
能行及働 
工程び者

、従単 
生事純

身
職

分
類
不
能
の

あ霽

ま色

数 総 17 5.3, 107
37

41 加
0

1.268 29 38 95
593

21

1
-

総 〇
99 9 55

血,
1 455 1 6 5

 r

8

《

1
?1

41 - IX TX 2 3 - -
一 峯 104 一

36
2

一

3
ー亠 一

-- ぞ
4 

1:

-

数 校
歸 

学
押 

殊
人 

篇
4 
〇

8
 5

1 6
7 8 -3

2
 7

1 36 わ
れ

-1 丄6

C  5
Z 53

/ 5 
一

4 2 _
1
1 -1

-

=
rw

 
咲9

 
一

"
他一

■
のい

そ

66
43 28

62
01
一

〇
6 7 2

——
-

61̂43
16

」
数 総

工 16
- -r

52 15
2_ 3

81
6
 
5 6"

6
 

1

2 —̂1
d
i24

視 75
4 - 1 4

123 绍 あ
2
6
2
6
3
c

1 
3
 8

1A
觉 設 施 護 援 生 吏

6
一

- - -
一

- - -1
障

2 -
一 一

-

一

■
一

Z
/*

C

T~

害 校
職 

学
授 

殊
人 

特
個

1
1

4 2
1 I

4 Q.
-1 --

1 6 ー
 

〇

-
-

一

-1
1

■
3
亠

0 7 0
〇 8 2

1
「1
一亠

他 の ー
そ

49 5 2 5
31
一

82
3

43
胡

総 阪
(a

—

.»1 374 却 刑 30 —̂1
d

—
聴 162 却

|_1 1
121

■L
—

珂
4 
—

bi
覚 設 施 護 援 生 更

4 - -
一

T" 勺
-

障 勿
1
一 ヨ

1
ー
「害 翻

 
学
授 

殊
人

1
27 一

2 T T

巴 切
-131 In T

司 32

T

塑
d

可
他 「の を

353 5 3 9
27 218

5 2 1̂ _
- 气

数 総 202, 81 35 179
顾

67 69 叫
d
i

傑

不

自

，

356
29

9
53

6
310

8 4 ,
也 珂 0̂

—
J
I

21 一

1 1 2 - -
一

-
ご

d 7~ T
"

32
2 - 2 3 -

一 一- バー 勺
i

校 学 疣 特
6

ミ・ 一 一
- ■ ■ 1 5" T"

；

ツ施 
-
授 人 ・

個
64 4 2 7

52 29
1 5

心
2 . 31 耳

他 の ー
そ

96
 〇

1 32
16

342
40

9
22

22
43 12!

—
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第18表 未就業者数，障害種^ •等級•未就

数

害

聴

覚

視

党

障

霑

肢 

体 

不 

自 

由

総

害® 別 不就業者
休業者失業者

身体上の理由により就業不能

級 総数
総数 15 〜17 18 〜19 20—29 3〇〜3ヰ4〇〜49150 〜5916〇〜69僮

総 数 4,147 20 46 2,862 50 52 253 278 323 561 720 625

1 級 1,002 3 3 420 7 11 51 71 81 140 203 213
2 級 934 5 3 391 10 15 75 86 87 145 158 1?6
3 級 601 4 g 196 13 4 31 31 45 91 114 85

4 級 579 1 16 166 9 7 40 29 39 65 92 69
5 級 550 4 9 159 4 10 38 36 46 69 84 53
6 級 348 2 6 92 5 3 11 15 19 ?4 47 44

不 明 133 1 52 2 2 7 10 6 17 22 25

総 数 1,204 8 4 814 4 6 20 52 76 156 232 268

1 級 671 3 3 483 3 2 6 30 50 89 139 164

2 級 214 3 - 150 - 1 4 10 15 33 46 41

3 級 85 57 - - 2 4 4 12 14 21

4 級 55 - 32 - - 2 3 2 8 8 9

5 級 58 1 - 31 ■ 1 4 3 3 11 9
6 級 81 1 35 1 1 一 - 4 8 7 14

不 明 40 - - 26 1 2 2 1 3 1 10

総 数 650 1 3 362 9 6 44 45 33 47 82 96

1 級 -
2 級 252 1 2 156 2 3 25 35 21 20 27 23

3 級 148 — 84 4 1 7 2 5 12 23 30

4 級 120 1 64 1 2 11 4 4 6 14 22

5 級 A - 3 - - - 1 - - 1

6 級 98 37 2 - 2 2 3 15 13

不 明 28 18 1 1 1 5 2 8

総 数 2,293 11 39 1,686 37 40 189 181 214 358 406 261

1 級 331 _ - 294 4 9 45 41 31 51 64 49

2 級 468 1 1 406 8 11 46 41 51 92 85 72|
3 級 368 4 9 273 9 3 22 25 36 67 77 节
4 級 404 L 15 254 8 5 27 22 33 51 70 381

5 級 488 3 9 306 4 9 34 32 46 65 72 44

6 級 169 1 5 106 2 2 11 13 13 23 25 17

不 明 65 1 - 47 2 1 4 7 4 9 13 7
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業の理由・年齢別

就栗の必要がない そ の 他

総数
15〜

17
18—120 〜

19 29
3〇〜

39 4〇〜49 5〇〜59 6〇〜69 70歳 
以上 総数

15〜
17

18-
19

20〜
29

3〇〜
39

4〇〜4915〇〜 )6〇〜6£閔
774 81 30 55 49 6G 91 141 261 445 5*7 28 61 56 48 29 49 117
169 9 11 21 3 8 16 23 78 50 —— 2 8 5 3 7 10 15
131 15 4 6 9 12 14 25 46 83 9 7 17 8 11 6 5 20
126 18 2 7 12 7 13 28 39 48 5 2 3 4 6 3 8 17
127 14 6 8 9 18 22 18 32 85 18 5 14 12 9 4 9 14
106 15 4 7 10 14 13 23 20 91 17 5 16 20 13 3 7 10
90 8 3 5 5 5 12 17 35 72 8 5 3 6 5 6 8 31
25 2 1 1 2 1 7 11 16 - 2 J 1 1 - 2 10

285 36 19 23 7 14 28 45 113 93 1 6 12 5 11 10 16 32
140 8 11 20 3 5 13 17 63 42 一 1 7 4 3 6 9 12

6 2 1 1 4 2 11 20 14 1 1 2 1 2 - - 7
8 1 1 1 1 1 5 5 5 - 一 一 一 - 3 2
4 2 1 - - 3 3 4 6 1 3 - 一 一 2
5 1 一 一 2 3 3 7 5 一 - 3 - 2 一

3 2 一 2 1 5 5 11 15 3 一 - 2 4 2 4
8 2 - 1 1 1 3 6 - - 1 5

161 12 3 7 11 8 23 27 70 123 U 8 13 13 16 9 12 41

44 6 2 3 7 4 2 14 .49 4 5 10 6 5 6
40 5 - 1 9 20 24 - 1 2 3 3 10
38 1 1 3 2 2

少 8 14 17 3 - - 1 1 7
1 - - - - - - 1
巴) 1 2 1 5 5 16 31 4 1 1 3 2 一 3 17

8 - - - 3 5 2 1 - - - - 1

328 33 S 25 31 44 40 G9 229 45 14 3G 38 21 10 21 44

29 1 - 1 3 6 8 一 1 1 1 一 1 1 3
40 3 - 2 1 4 12 20 4 1 5 1 1 1 一 7
63 5 1 6 11 5 珂 19 1 1 1 3 1 2 5
72 9 3 4 7 16 12 62 4 11 11 6 2 8 5
84 10 3 7 12 10) 20 86 17 5 16 20 10 3 5 J0
31 5 1 4 3 21 7 8 26 4 1 2 3 1 2 3 10
9 1

1
1

~|
3 ゝ 8

一
1

- 1 2 4
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第19表 年金受給者数，障害種別・

第20表 障害福祉年金受給者数,障害

訂 種別 
級 総 数 2〇〜29 3〇〜39 4〇〜49 5〇〜59 6〇〜69 70歳 

以上

•総 総 数 814 U1 102 139 160 140 162
1 級 176 12 15 21 27 39 62

数
2 級 203 42 24 31 34 39 33
3 級 435 57 63 87 99 62 67

総 数 179 6 11 23 33 40 66
完
障
害

級 116 5 7 16 20 24 44
級 30 1 1 2 7 10 9
級 •» 33 - 5 5 6 6 13
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年金の種類•年齢・就業の有解別

40 〜 49 50 〜 59 60 69 70 歳以 上

総数 有 無 総数 有 無 総数 有 無 総数 有1 無

349 294 55 155 87 197 54 143 482 43 439

289 256 33 92 67 110 38 72 131 19 112
33 20 13 29 8 24 7 * 17 20 1 19

1 1 1 - 1 1 1 - - - -
5 3 2 1 1 2 2 1

21 15 6 32 11 21 60 8 52 330 23 307

57 46 11 29 14 15 70 15 55 156 9 117

44 38 6 10 6 4 39 12 27 48 5 43

7 5 2 8 31彳

-

5

-

6 6

6 3 3 11 5 6 26 3 23 102 4 98

16 肪 1 15 5 10 22 10 12 117 18 99

12 11 1 9 5 4 14 6 8 28 7 21

- 一 2 一 2 4 2 2 5 1 4
1 1 - -

4 4 3 -
;

4 2 2 84 10 74

276 233 43 111 68 43 105 29 76 209 16 193

233 207 26 73 56 17 57 20 37 55 7 48

26 15 11 19 5 14 15 5 10 9 9

1 一 1 一 一 一 十1 1 - 一 - -
5 3 2 1 1 - 2 2 - 1

11 8 3 18 6 12 30 3 27 144 9 135

種Sli •等級•年齢別

害障
等

種! 総 数

1
-60 70

以

B

聴̂ 総 数 18 33 21 34 25 37S TX 級 -
一

- - - - -
営

2
級

9
2D

4 5 3 9 8
晋

3
級 02

1 3 7 6— 6 29

肢
体 総 数 45 72 〇 85 93 75 59
不

1
級 60

7 8 5 7 5 8

自
2

級
49

21
9 4 4

20 16
由
一

3
級 〇

3 44
53 6G 2

40 — 25
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第21表 視覚障害者数,点字の理解状況•

'数；：15 〜 !7 18 〜 19点字の理解状況 一稔___―_______________

障害の時の年齢 :総数い閒級、級|不明|総数［級?級:級不明総数住級艮級、 級不明

:3 -

4
— 2

数

数

満
19
29
39
49
59
上
詳

満
19
29
39
49
59
上
詳

満
19
29
39
49
59
上
詳

満
19
29
39
49
59
上
詳

数

数

数

満

19
29
39
49
59
上
詳

未

未

未

未

以

未

以

以

以

歳

歳

歳

歳

箴

歳

箴

歳

歳

総

0
0
0
0
0
0
0
 
一、

1
1
2
3
4
5
6

イ

10
10
20
30
40
50
10
不

0
0
0
0
0
0
orr

1
1
2
3
4
5
6

刁

10
10
20
30
40
50
60
不

総

総

10
10
20
30
40
50
60
不

数

読
め
る
が
書
け
な
い

書
け
る
が
読
め
な
い

読
み
書
ぎ
と
もW
来
な
い

4
 
3
 -1

7
 
8
7
 5
 3
6
5
3
 
一

5
 
I 

1

-

4
 
9 6 1
1
7
 1
5
 4. 

〇 

5
6
8
1
2
6
9

9
 
1 

1
1
1
1

〇 
0
4
0
9
1
6
0

3
 
0
6
3
 
1
 
1

3t2
Z
 
1
5
 1

一1
1
 3

證
——

14)
十2

耳
2
2

W
 
7
 1
4

4
 
9
 4 5

〇 

2
1
5
6
6
6
5
6

7
 
9
3
5
8
9
1
8

4̂
 

〇̂ IX 1A IX IX 
〇 ̂
〇̂

3019
 
吗4
5
2
1
5
 
一

258
 2
 4 4 2
 1
 4 

f

27
165
 2

ー
 

読
み
書
き
と
も
出
来
る

一
川

9
创

^
1

11

3
 
1
7
6
4
6
5
4 
一

3391
88|
44|
的
的
36|
32|
41'2

|
~
^

25
25|
25|
鸥
21|
44|-

5
 
<
0
7
5
3
9
7
4
4

II3
 2 1
2
 3
 6
 0

2
 
3
 1
1
1
1
1
 2 

1,
4
 

〇̂3
 4 
〇 ?
 5
 
6

5 
1
0
9
0
1
2
0

6
 
5
2
1
2
2
2
3

4 1
IX9 L

r-
T  

j

12~
^
"

3081
731
401
451
47
32̂

^

—

以 
a

2 2



.69

障害の時の年船・調査時の年齢・ 等級別

3〇〜39 4〇〜49

総 数;1・2級3.4級5.6級:不明 総数1.2級3.4級（5.6級不明不明

〇_ 
2
2
2
2
2

利

2418

20
堆

341
10!5

7
7
目 
..

165
701
251
271
羯

1
1061
401
561
闘

^
-
^

13185-1

351M 6
 2 6

伽

781
271
201
101

205
107
妬
30
刃

「T
「

T

 

一

H
1
-

一
d

 

i

6
 
4 5
 0
 5 2

5
 
2
 1
1

触

27
18
1215 
刃

〇 
4 N  3

6
 

2.

2
 
2

.41212.

711
441
1613

2

781
钿
L8ig

2

3
 

須

&
1
2
 2
 2 1
 2
 J.

〇 

0
 7 9 5 8

7
 
2
 
1
1

301̂
2
6
7
5

7
 
1
9
2
3
1

9
 
4 
1
2
 1

•
g
~
^

39!
46;

26!T

9
 
2
3
8
5
-

3
.
1
1

如 
8
 

6
 

一

60
32
119
8

边

551
281
191
191

2

20 マ 29

1.2級 3.4級5.6級

65 15 20

47 12 13
14 3 3

4 4

3

3

:
2

那

11
3
4

，総数

9
1

1

1

ロ

8
3

13

6

3

2

1

45

27
1〇

8

打
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70歳以上

総数J-級昭級!不明

50 〜 59 6〇〜 69

総数1.2級:級^級不明総数も級：級乙級不明

8
 
1X 1
1
1
1
!

り
ー
ー

4
 
4
3
2
3
7
5
0

1
 
2
3
3
2
3
6
2

5
 

3

321.

wl
lam

^

sli
sll
lss!

4 
6
7
6
Q
2
3
O

4/2
1
2
3
4
6
4

4221215
 2
 1
-

一
 2 Of

70G
 3
 8

14
11
17
11

-

485
2
4
 4

11
11
11

2671
36|
23'
19
19
47
84
381

7
 
2
0
2
7
9
4
2
1

9*5
3
3
3
6
1
6

3
 

1

1113
 1
1
1
 3
 2
 --

58!
14|&

^
^

10;
一
 

ー

4719
 5
 9
 6

134 1
-

5
 
3
4
5
1
8
2
 
一
 2

2
 
5
2
2
4
4
3

21
 
9
8
1
9
3
8
1
2

4
 
7
3
4
5
7
4

3

点字の理解状況 
障會:の時の生令

総

数

数

満

19
29
39
49
59
上
詳 

・ 

以 

ニ

ニ
- 

オ 

オ 

総

10
10
20
30
40
50
60
不

3
 1

7
・ 

〇〇 !
1

18
122
H
2
-
T
n

41
20
122
2
3
1
1

13
2 
一
 
-
1
1
1
-

206
4
2

7
 
8
 4 3

数

満
19
29
39
49
59
上
詳

未

以

才

才

10
10
20
30
40
50
60
不

読
み
書
き
と
も
出
来
る

数総

満
19
29
的
49
59
上
詳

未

以

数

才

才

0
0
0
0
0
0
0
5

1
1
2
3
4
5

総

満
19
29
39
49
59
上
詳

未

以

才

才

10
10
20
30
40
50
60
不

読
め
る
が
書
け
な
い

書
け
る
が
読
め
な
い

1
 
3
3
2
3
7
5
8

2
 3
 3
 2
 3 6
 0

11I
18I
10I
18I
24I
31I
51I
59I

4
 7
 3
 0
 2 3
 9

2 1
2
 3
 4 6
 22

——
67
——6.3 7
^

lol
lel

ll1-

4514 2
4
 4 w 
H

2391
281
191
161
191
401
801
3611

611
42I
26I
28I
37I
60I
08I
59IM

1
 
3 1
1
 L
 3
 2 --

511
1218

 5

1017
 9 --

4519 4
 9
 6
 3
 4 
ー
 

ー

771
291
111
231
371
451
301- 2.

数総
3 4 8
 4 8
 5 
一
 2

5
2
3
5
6
4

満
19
29
39
的
59
ヒ
詳

未

以

才

才

10
10
20
30
40
50
60
不

読
み
書
き
と
も
出
来
な
い


